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私たちの住まいは、健康で文化的な暮らしを支えるだけでなく、人の心のやすらぎや幸せをは

ぐくみ、かけがえのない人生の大切な時間を過ごす生活空間です。 

 また、市民の地域における憩い・交流の場として、さらには、美しいまち並みを構成する重要

な要素としての社会的な性格も包含しています。 

 近年は、人口減少時代の到来や少子高齢化の進行などにより社会情勢が大きく変化しており、

住生活へのニーズも多様化がみられています。こうした世相を反映し、国では住生活基本法を制

定し、住宅施策は、「量の確保」から「質の向上」へと転換が図られ、住生活の安定の確保と住

環境の向上を目指すことが定められています。 

 このような中、本市においては、情勢に即した今後の住宅施策を展開するため、「四国中央市

住宅マスタープラン」を策定いたしました。 

この計画におきましては、国・愛媛県の住宅政策との整合性を図るとともに、「第二次四国中

央市総合計画」や市の住まいに関連する計画に基づき、「まんなか力をはぐくむ四国中央市の暮

らし～市民一人ひとりのしあわせを支える住生活環境づくり～」を住宅施策の方向性として、５

つの視点から具体的な取り組みをまとめております。 

良好な住宅・住環境づくりの実現に向けて、市民の皆様をはじめ、事業者など多くの関係者と

ともに積極的に取り組んで参りますので、今後ともご理解とご協力を賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、「四国中央市住宅マスタープラン委員会」の委員の皆様、ア

ンケート調査やタウンコメント等を通して、ご意見やご要望をお寄せいただきました関係者を

はじめとする多くの皆様に心より感謝申し上げます。 

 

 

2018 年 3 月 

四国中央市長   篠 原  実  

 

  

まんなか力をはぐくむ四国中央市の暮らし 
～市民一人ひとりのしあわせを支える住生活環境づくり～ 
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第 1章 総論 

  



2 

 

 

第1章 総論 

1 計画策定の趣旨 

 四国中央市では、2008 年 3 月に「四国中央市 住宅マスタープラン」を策定し、「人がまんなか 

住まいる 四国中央市 ～人の視点で考え、市民が安全に安心して生活できる、住生活環境づくり～」

を住宅政策の目標に掲げ、住宅施策を展開してきました。 

国においては、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を推進し、国民生活の安定、社会

福祉の増進等に寄与することを目的とした「住生活基本法」が 2006 年 6 月に施行されました。さ

らには、同法に基づく基本計画として「住生活基本計画（全国計画）」が策定され、愛媛県でも、全

国計画に基づき「愛媛県住生活基本計画」が策定されました。 

近年では、急速に進む少子高齢化や人口・世帯数の減少、社会情勢の変化などを踏まえて、2016

年 3 月に「住生活基本計画（全国計画）」、2017 年 3 月に「愛媛県住生活基本計画」が改定される

など、今後の社会情勢を踏まえた住宅施策の推進が図られています。 

本市においても、少子高齢化や人口・世帯が減少すると予測されており、これに伴い、住まいに対

するニーズや、空家の増加などへの対応が課題となっています。また、東日本大震災や熊本地震以降、

市民の意識変化により、安心・安全な住まいづくりが一層求められるようになるなど、住生活を取り

巻く情勢の変化に対応した施策の推進が必要となっています。 

このような背景のもと、「四国中央市住宅マスタープラン」の計画期間が 2017 年度で終了するこ

とから、市民の安心・安全で快適な住生活の実現のため、「住まい」や「住生活」を取り巻く情勢の

変化を踏まえた、新たな「四国中央市住宅マスタープラン」を策定し、住宅施策の推進を図ります。 

 

2 計画の位置付け 

「四国中央市住宅マスタープラン」は、本市における住宅施策の総合的な方針に位置づけられます。 

 本計画の策定にあたっては、「住生活基本法」や「住生活基本計画（全国計画）」、県の「愛媛県住

生活基本計画」等との整合性に配慮するとともに、「第二次四国中央市総合計画」を上位計画として、

市の各種関連計画と連携した計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【各種関連計画】 

○ 四国中央市まち・ひと・しごと創生 

「人口ビジョン・総合戦略」 

○ 四国中央市都市計画マスタープラン 

○ 四国中央市立地適正化計画 

○ 四国中央市公共施設等総合管理計画 

○ 四国中央市空家等対策計画 

○ 四国中央市景観計画     など 四国中央市市営住宅長寿命化計画 

［ 国・県 ］ ［ 市 ］ 

第二次四国中央市総合計画 

四国中央市住宅マスタープラン 

愛媛県住生活基本計画 

住生活基本計画（全国計画） 

住生活基本法 
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3 計画期間 

 本計画は 2018 年度から 2027 年度までの 10 年間とします。 

 ただし、社会情勢の変化等に柔軟に対応していくため、必要に応じて、おおむね 5 年ごとに計画

の見直しを図ります。 
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第２章 四国中央市をとりまく特性・現状 
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第2章 四国中央市をとりまく特性・現状 

1 住宅・住環境に関する上位・関連計画 

国・県の住宅・住環境に関する計画等 

① 住生活基本法(2006年 6月 8日法律第 61号) 

 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、並びに国・地方公共

団体及び住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、

住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、住生活の安定の確保及び向上の促進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図ると

ともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。 

 

② 住生活基本計画（全国計画）（2016年度～2025年度） 

 住生活基本計画（全国計画：2006 年 9 月 19 日閣議決定）は、住生活基本法に基づき、住生活

の安定の確保と向上の促進のための基本的施策を定めるものです。 

前計画は 2011 年度から 2020 年度までの 10 ヶ年の計画ですが、同計画において、「今後の社

会経済情勢の変化及び施策の効果に対する評価を踏まえて、おおむね 5 年後に見直し、所要の変更

を行う」こととされており、これに基づき、2016 年 3 月 18 日に 2016 年度から 2025 年度ま

でを計画期間とした新計画を閣議決定しました。 

 

■目標と基本的な施策                                   

【居住者からの視点】 

目標１ 結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現 

目標２ 高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現 

目標３ 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

【住宅ストックからの視点】 

目標４ 住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築 

目標５ 建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新 

目標６ 急増する空き家の活用・除却の推進 

【産業・地域からの視点】 

目標７ 強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長 

目標８ 住宅地の魅力の維持・向上 
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③ 愛媛県住生活基本計画（2016年度～2025年度） 

愛媛県における最新の住宅・住生活に係る課題や現況等を把握し、国における施策のポイント、制

度的枠組みや既往の住宅政策の検証を踏まえつつ、県と市町の役割、また、行政と県民の役割等を再

整理することにより、今後の推進すべき住宅政策の体系ならびに施策の方向を示すことを目的とし

ています。 

 2016 年 3 月の全国計画見直しに伴い、国の動向を踏まえつつ、愛媛県としての地域特性に応じた

目標・施策を示し、住宅政策を進める必要があることから、2017 年 3 月に計画が改定されました。 

 

■基本理念                                        

『笑顔あふれる住まい・まち・暮らし』 

 

■住宅政策において重視する視点                                       

 視点１ 県民一人ひとりの住生活を豊かにする視点 

 視点２ 住宅ストックの維持管理・活用を重視する視点 

 視点３ 地域の個性と資源を活かし課題を解決するまちづくりの視点 

 

■住宅政策の基本目標                                        

 基本目標Ⅰ 安全・安心で暮らしやすい住まいと生活環境づくり 

 基本目標Ⅱ 地域の活性化と連携したまちづくりの推進 

 基本目標Ⅲ 既存住宅ストックの再生・流通・活用の促進 

 基本目標Ⅳ 住宅のセーフティネットの充実 

 基本目標Ⅴ 住生活産業の充実 

 基本目標Ⅵ 総合的な空き家対策の推進 

 基本目標Ⅶ 住まい・まちづくりへの意識向上 

 

④ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（2001年 4月 6日法律第 26号） 

高齢者に必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの

賃貸住宅等の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給促

進により、高齢者に適した良好な居住環境が確保され、高齢者が安定的に居住することができる賃貸

住宅の確保を図るための法律です。 

2009 年 5 月には、住宅と福祉の両面から高齢者向け住まいの対策を総合的に推進するとともに、

高齢者向け住まいの安定確保を強化することなどを目的とした改正法が公布され、国土交通省と厚

生労働省の共管のもと、高齢者居住安定確保計画の枠組みが設けられました。 

また、2011 年 4 月には、医療・介護・住宅の連携強化と高齢者が安心できる住まいのさらなる

供給促進などを目的とし、サービス付き高齢者向け住宅制度が創設、2016 年には、「地方分権一括

法」及び関連する改正省令等が施行されたことを受け、都道府県だけでなく、市町村においても高齢

者居住安定確保計画を策定すれば、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準をある程度自由に定め

ることが可能となりました。 
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市の住宅・住環境に関連する主な計画等 

① 第二次四国中央市総合計画（2015年度～2022 年度） 

第一次総合計画が 10 年間の計画期間の終期を迎えることから、「四国のまんなか 人がまんなか

～人を結ぶ 心を結ぶ あったか協働都市～」を将来都市像に掲げ、2015 年度から 2022 年度の

8 年間を計画期間とする「第二次四国中央市総合計画」を多くの市民参画を得て策定しました。 

 

■まちづくりの基本理念                                  

『市民一人ひとりのしあわせづくりの応援』 

 

■目指す将来像                                       

『四国のまんなか 人がまんなか ～人を結ぶ 心を結ぶ あったか協働都市～』 

 

■まちづくりの基本方向（施策の柱）                            
 
 

「四国のまんなか」 

の 

まちとして 

（１）環境資源を宝とするまちづくり（自然、環境、資源・エネルギー） 

（２）活力の創造と再生のまちづくり（産業政策） 

（３）快適な集いと定住のまちづくり（土地利用、都市基盤、安全） 

「人がまんなか」 

の 

まちとして 

（４）安心とぬくもりのまちづくり（健康、福祉） 

（５）人と文化を育むまちづくり（教育、文化） 

（６）市民自治と協働のまちづくり（協働、行財政） 

 

■住宅施策に関する方向（「施策 13 魅力ある定住環境の整備」から抜粋）           

（１）住宅などのストックや需要の動向を見極めながら、暮らしやすい住まいを確保します。 

（２）上下水道をはじめ、市民生活を支える快適な居住環境の整備を進めます。 

（３）都市のライフラインの一つとして、情報通信網の確保とその有効な活用を進めます。 

 

② 四国中央市都市計画マスタープラン（2012年度） 

都市づくりの具体性のある将来ビジョンを確立し、生活・産業・交通・環境などを勘案して、土地

利用のあり方、都市施設の整備などについて四国中央都市計画区域を対象とし、およそ 20 年後の本

市の姿を展望したうえで、都市計画の基本的な方針を定めています。 

 

■都市づくりの理念                                  

『四国のまんなか人がまんなか、活力・交流・文化の都市づくり』 

 

■都市づくりの目標                                    

（１）製紙関連産業の活性化 （２）魅力的な商業地の形成 

（３）良好な住宅地の確保 （４）流通の効率化 

（５）地域道路網の整備 （６）高齢者・障がいのある方にやさしい都市づくり 

（７）地球環境にやさしい都市づくり （８）都市防災機能の充実 

（９）教育文化施設・社会福祉施設の充実 （10）供給処理施設などの整備 

（11）景観に配慮した都市づくり （12）公園・緑地の充実 
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③ 四国中央市公共施設等総合管理計画（2017年度～2056年度） 

利用目的が同様な公共施設の重複や、施設の老朽化に伴う修繕・改修・更新（建替え・新築）経費

の増大が懸念されることから、公共施設等総合管理計画では、今後 40 年の長期的な視点から、公

共施設の適正配置や有効活用等に関する基本的な方針を定めています。 

 

■公共施設マネジメントの基本方針                              

◯ 新たな公共建築物整備の抑制と保有量の段階的縮減 

◯ 公共建築物の機能に着目した複合化、集約化等の実施 

◯ 公共建築物の有効活用 

◯ ライフサイクルコストの最適化 

◯ 公共建築物のマネジメントの実施 
 

 

④ 四国中央市市営住宅長寿命化計画（2012年度～2021年度） 

 本計画は、住宅マスタープランにおける市営住宅施策に関する部門計画として位置付けられてい

ます。2012 年度から 2021 年度までの 10 年間を計画期間として位置付け、市営住宅ストックを

長期的に活用していくための長寿命化改善等、具体的な方策を定めています。 

 

■市営住宅ストックの活用の基本方針                            

①入居者の安全性、居住水準の確保 

②高齢者・子育て世帯等をはじめ、誰もが快適に過ごせる居住環境の整備 

③団地の統廃合による効率的な住宅団地の整備及び管理 

④計画的な修繕・改善等による長期活用 

⑤適正な入居者管理の実施 

 

■市営住宅の長寿命化に関する基本方針                           

 （１）ストックの状況の把握及び日常的な維持管理の方針 

①市営住宅情報のデータベース化 

②市営住宅の定期点検と予防保全による維持管理 

③修繕等の発生原因の検証 

④指定管理者の維持管理業務の導入検討 

 （２）長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針 

①対処療法的な維持管理から予防保全的な維持管理への転換 

②仕様のアップグレード等による耐久性の向上及び修繕周期の延長 

③定期点検や調査の充実による効率的な修繕・改善 

④コスト縮減のためのアウトソーシングの導入 

 

■建替事業の基本方針                                   

（１）適切な整備水準の確保とソーシャルミックスへの対応 

（２）効率的な管理・維持のための建替・統合の実施 

（３）入居者移転に関する方針 
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⑤ 四国中央市住宅マスタープラン（2008年度）の住宅施策の方向 

2008 年 3 月に策定された四国中央市住宅マスタープランは、以下の施策を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③ 安全で良質な住宅・住環境の確保 
 

 

 

 

 

 

④ 既存住宅ストックの再生や既存施設・遊休地

の活用 
 

 

 

 

 

 

① 子育て世帯など家族世帯を対象とした定住

対策の推進 
 

 

 

 

 

 

② 高齢者・障害者や団塊世代等が住み続けら

れる環境づくり 
 

 

 

 

 

 

⑤ 四国中央市ならではの住宅・住環境の創造 
 

 

 

 

 

 

 

１） 市営住宅の適正入居の促進 

２） 家族向け賃貸住宅の供給促進 

３） 持ち家取得の促進 

４） 住宅困窮者への住宅供給 

１） 住宅のバリアフリー化の促進 

２） 高齢化した集落等の生活環境整備 

３） 市営住宅の高齢者対応の推進 

 

１） 安全で質の高い住宅の供給 

２） 住宅対策に関する情報提供 

３） 地域の防災力の向上 

４） 接道不良住宅の解消促進 

１） 市営住宅ストックの再生 

２） 民間資金の活用 

３） 中古住宅市場の活性化 

 ４） 住宅の住み替え促進 

１） 自然環境と共生した住まいづくり 

２） 企業との協働による住環境整備の推進 

３） 健康住宅の供給促進 

４） 特徴ある街並み景観への取組み 

４） 新宮・嶺南地域の定住対策の推進 

人
が
ま
ん
な
か 

住
ま
い
る 

四
国
中
央
市 

人
の
視
点
で
考
え
、
市
民
が
安
全
に
安
心
し
て
生
活
で
き
る
、
住
生
活
環
境
づ
く
り 

住宅政策の 

目標 
住宅施策の展開方向 

住宅政策の

理念 
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2 住宅事情 

全国的な住宅・住環境を取り巻く社会潮流 

① 高齢化により、求められる高齢者や低額所得者を支援するサービス・住宅の提供  

我が国の総人口は2010年をピークに減少局面にあります。高齢化率は2013年に25%を超え、

2025 年には 30％を超える見込みです。 

  これに伴い、高齢単身世帯や高齢夫婦世帯の数も増加しており、その中でも特に賃貸住宅居住の

高齢者世帯（年金受給世帯）が今後増加する見込みとなっていることから、これらの高齢者・低額所

得者を支援するサービスの提供が求められています。 

  そのなかで、我が国においては、住宅のバリアフリー化促進や、「シルバーハウジング・プロジェ

クト」※１、「スマートウェルネス住宅等推進事業」※２等の促進が図られています。また住宅に困窮す

る低額所得者に対しては、公営住宅を補完する制度として地域優良賃貸住宅制度を位置付け、公的賃

貸住宅の整備や家賃の減額に要する費用等に対して助成を行うなどの支援を行っています。 

 2017 年 10 月には、2017 年４月に公布された住宅セーフティネット法の改正法が施行され、

高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、

民間賃貸住宅や空家を活用した「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的に始まりました。 

 

※１  バリアフリー化された公営住宅等の供給とライフサポートアドバイザーによる日常の生活相談、
緊急対応等のサービスを併せて提供する高齢者世帯向けの公的賃貸住宅の供給事業。 

※２  高齢者、障がい者、子育て世帯等の多様な世帯が安心して健康に暮らすことができる住環境（ス
マートウェルネス住宅）を実現するため、サービス付き高齢者向け住宅の整備、高齢者生活支援
施設や子育て支援施設等の福祉施設の整備及び先導的な取組みを推進する事業。 

 

 

② 空家の増加により、求められる住宅ストック活用型市場への転換 

我が国の空家総数は増加傾向にあり、2015 年時点で 820 万戸存在します。今後は世帯数がさ

らに減少することが見込まれることから、それに伴い、空家もさらに増加することが懸念されます。 

そのため、既存住宅活用型市場への転換が求められていますが、住宅リフォーム市場規模、既存

住宅取引数はともに伸び悩んでおり、新築住宅中心の市場から既存住宅活用型市場への転換が遅れ

ているのが現状です。 

 

 

③ 増加する老朽住宅 

 我が国のマンションストック数は約 613 万戸あり、そのうち、築後 40 年超のマンションは 51

万戸となっています。この 3 年後には 3 倍の 151 万戸、20 年後には 6 倍の 296 万戸となると推

計されており、今後、老朽化マンションが急増する見込みです。 

マンションについては、多数の区分所有者の合意形成の難しさに加え、管理組合の役員のなり手不

足など、適正な管理が困難になっているものもあります。 

 今後、老朽化マンションの建替え・改修を促進し、耐震等、安全性や質の向上を図ることが必要です。 
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④ 子育てや働き方など、ライフスタイルに合わせた住環境の提供  

 我が国においては、価値観の多様化に対応するため、そのライフスタイルに合わせた住環境を提供

し、ワークライフバランスの向上を図る取組みが促進されています。 

 具体的には、子育て世帯向けの賃貸住宅（地域優良賃貸住宅）の整備や、公的賃貸住宅と子育て支

援施設等との一体的整備等が図られています。また、テレワーク※の推進による在宅勤務等、子育て・

介護等を行う労働者に対する就業継続性の確保や女性・高齢者・障がい者等の社会進出の推進などに

ついて、取組みが行われています。 

 

※情報通信技術（ICT）を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。 

 

 

⑤ 求められる住宅の省エネ化  

 我が国のエネルギー需要は、特に熊本大震災以降、一層逼迫する中、建築物のエネルギー消費は増

加しています。このことを受け、住宅においても、より環境負荷の少ない住宅の開発・普及が求めら

れています。 

2016 年には「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）」が公布され、

一定規模以上の住宅・建築物の新築・増改築について省エネ基準の適合が必要となりました。また、

全ての住宅・建築物において、省エネ性能が一定の誘導基準に適合している場合、容積率特例を受け

られるなどの制度が設けられています。 

 

 

⑥ コンパクトシティ・プラス・ネットワークによる生活利便施設や住宅等の誘導・集約 

人口減少・高齢化が進む中、特に地方都市において、地域の活力を維持していくために、医療・福

祉・商業等の生活機能を確保し、高齢者が安心して暮らせるよう、地域公共交通と連携した、コンパ

クトシティ・プラス・ネットワーク実現のためのまちづくりを促進しています。 

具体的には、2014 年８月に都市再生特別措置法の一部改正法、11 月に地域公共交通活性化再生

法の一部改正法がそれぞれ施行され、生活拠点などに、福祉・医療等の施設や住宅を誘導し、集約す

る制度（立地適正化計画制度）や、地方公共団体が中心となり、まちづくりと連携して面的な公共交

通ネットワークを再構築するための新たな仕組みが設けられました。 
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四国中央市の現状・住宅事情 

① 人口・世帯の状況 

［人口の状況］                                        

 本市の人口は 2015 年時点で 87,413 人ですが、2030 年には人口 8 万人、2040 年には

7 万人を下回ると推計されています。 

 旧新宮村の人口は、1990 年から 5 割以上減少し、2015 年時点で 1,091 人となっています。 

 本市の老年人口割合（65 歳以上）は増加する一方、年少人口割合（15 歳未満）はますます

減少し、2020 年には高齢化率（65 歳以上人口割合）が 3 割を超えると推計されています。 

 特に旧新宮村の高齢化率は 2015 年時点で 49.7％であり、高齢化が急速に進んでいます。 

 死亡者数が出生者数を上回る自然減、転出者数が転入者数を上回る社会減となっています。 
 

［世帯の状況］                                        

 一般世帯数は年々増加傾向である一方、世帯人員は、2000 年で 3.00 人を割り、2015 年

時点で 2.50 人となるなど、年々減少し、核家族化が進行しています。 

 旧土居町、旧新宮村では、既に世帯数の減少が進行しています。 

 「高齢単身世帯」と「高齢夫婦世帯」が増加しています。 

 

② 住宅の状況 

［住宅ストックの状況］                                        

 空家戸数および空家率は、県で増加傾向にあるのに対し、本市では 2008 年から 2013 年に

かけて減少傾向にあります。 

 空家総数は 3,033 戸、空家率は 8.4％であり、うち 4 割以上の空家が「危険度高」に該当し

ています。 

 持ち家率は 72.7％であり、一戸建住宅の割合は 74.1％と大きな割合を占めています。 

 住宅総数のうち、旧耐震基準は 35.6％存在しています。 

 リフォーム工事を行った割合は、持ち家総数に対し、27.7％で、県平均を下回っています。 

 耐震診断を実施したことがある住戸は 1 割にも満たない状況です。 
 

［住宅の広さ、居住面積水準の状況］                                        

 最低居住面積水準未満の住宅は、給与住宅が 14.1％と高い割合を示しています。 
 

［高齢者等への配慮状況］                                      

 高齢者等に配慮した設備は、借家の 61.6％が「設備なし」となっています。 
 

［省エネ等への配慮状況］                                     

 省エネ設備を導入している住宅は 1 割に満たない状況です。 
 

［住宅フローの状況］                                     

 新設住宅着工戸数の総計は、減少傾向にあり、2013 年度には 498 戸となっています。 

 借家の一戸当たりの床面積は、持ち家の半分以下となっており、持ち家と借家の床面積の差が

大きくなっています。 
 

［既存住宅の建替え・流通等の状況］                                 

 中古住宅シェアは、１割未満と中古住宅シェアは低い状況にあります。 
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3 住まい・住環境に関するアンケート調査結果 

調査概要 

趣旨 

「四国中央市住宅マスタープラン」を改定するため、住まいづくりや住環境に

関する意向や将来の居住意向を把握し、計画を策定する上での基礎資料として

活用。 

対象者 20 歳以上の男女各 1,000 人、合計 2,000 人の市民を無作為で抽出 

実施期間 2017 年 8 月 7 日～8 月 21 日（〆切日） 

配布数・回収率 配布：1,995 通（不在票を除く）、回収数 643 通 回収率 32.2％ 

 

集計結果 

① 住宅や周辺環境への評価について 

 住宅環境は、省エネ性能への満足度が最も低く、冷暖房、給湯設備、日当たり・風通し、住宅

の広さ、間取り、部屋数の満足度が高くなっています。 

 周辺環境は、災害対策、公共交通・道路環境に対する満足度が低く、治安や近所づきあい、地

域との交流などに関する満足度が高くなっています。 

 住宅に対する不安は、修繕など住宅の維持管理に対する不安が最も高くなっています。 

 

 

② 住まいの防災、防犯、環境対策について 

 耐震診断を実施した住宅は１割に満たず、実施したいができないという回答割合が高くなっ

ています。また、その要因として、「資金がない」という回答割合が高くなっています。 

 防犯対策については「何もしていない」という回答割合が高くなっています。 

 環境に配慮した住まいづくりについて重要だと思うものについて、「外壁等の断熱性や複層

ガラス等の省エネ窓」という回答割合が最も高くなっています。 

 

 

③ 定住または転居の意向について 

 ずっと住み続けたいという意向が最も強く、半数以上を占めています。 

 転居したい理由について、住宅の面では、建物が古い・傷んでいるため、周辺環境の面で

は、買い物や娯楽施設、道路環境、公共交通が不便であるという点が大きく影響していま

す。また、戸建住宅に転居したいという意向が強くなっています。 

 住み続けたい理由について、「理由がない」を除くと、住まいの面では、現在の住宅に愛着が

あるため、住環境の面では、親、子と同居している、近くに住んでいるからという理由が回

答割合として高くなっています。 
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④ 中古住宅について 

 中古住宅へのイメージでは、新築に比べて、住まいにかかる購入費用が安そうというイメージ

がある一方、リフォームに費用がかかるというイメージも挙がっています。 

 中古住宅の購入について、約８割が「興味がない」と回答しています。 

 中古住宅を購入する際、重要視することについて、住まいの面では、耐震性、住環境の面では、

通勤や買い物、病院等の利便性を重視するという意向が強くなっています。 

 

 

⑤ 空家について 

 居住している住宅以外に所有してる住宅が空家である割合は約３割。また、その空家の４割

以上はそのまま空家として維持するという回答となってます。 

 所有する住宅が空家となったときの支援制度について、除却時の費用補助制度による支援を

実施してほしいという意向が強くなっています。 

 

 

⑥ 高齢者・障がい者や子育て世帯の住まいについて 

 高齢者や障がい者が安心して暮らせるために望むことについては、日常生活を支援するため

の福祉サービスの充実を望む意向が強くなっています。 

 子育てしやすい住環境の充実のために望むことについては、地域に子どもが安心して過ごせ

る場所の整備を望む意向が強くなっています。 
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4 事業者ヒアリング結果 

本計画を策定するにあたり、市内に事業所がある「『住宅市場』に関する不動産業者ヒアリング」、

「『住宅市場』に関する住宅施工事業者ヒアリング」、「『サービス付き高齢者向け住宅』に関する事業

者ヒアリング」を行いました。その結果のうち、計画に関わる部分の抜粋を以下に整理します。 

 

『住宅市場』に関する不動産業者ヒアリング 

目 的 四国中央市住宅マスタープランの改定に向けて、本市の住宅施策や空家状況、住宅

需要、セーフティネット、住宅産業が抱える問題点等について、住宅市場における現

状や課題を明らかにする。 

日にち 2017 年 11 月 27 日 

対 象 愛媛県宅地建物取引業協会 

 

 【空家（持ち家）】近年、住宅所有者の相続が増加傾向にあるが、その相続人が地元にいないこと

により、住宅が放置され、空家となるケースが多発している。 

 【空家（持ち家）】相続した住宅に対して、相続人は売却をすれば良いのか、賃貸とすることが良

いのか、その後の適切な対応がわからない。相続対策について相談に乗ってあげることや勉強す

る機会をつくることが必要である。 

 【空家（賃貸）】賃貸の空家については、20 年程前から相続対策による賃貸物件供給が過剰にな

ってしまったことにより、古い賃貸の空家が増加している。加えて、本市では工業団地が香川県

に移動したことなどにより、賃貸の空家化が一層進行した。 

 【空家（賃貸）】対策として、高齢者生活機能を備えた賃貸提供や、グループホームなど高齢者の

共同生活が出来るスペースの提供等を行うことが考えられる。 

 【中古住宅】一戸建ての中古住宅流通については、供給されている住宅の多くが不良債権化した

住宅であり、近年は低金利等により供給件数が減少している。加えて非常に古く再利用が困難な

住宅が増加している。分譲マンションについては、保有コストが多くかかることや、残債ローン

が大きく販売価格で支払いが出来ないこと、土地の下落などが影響し、販売が難しい状態である。 

 【中古住宅】良質な物件であるにもかかわらず、販売価格に適正に反映できていないケースが多

くみられることから、中古住宅の適正な査定ができる人材の育成やマニュアルの作成、インスペ

クション（住宅検査）の活用促進などが必要だと考えられる。 

 【その他、本市に必要な施策】市と専門民間業者とが情報交換をして課題を解決する場などが、

今後必要である。 
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『住宅市場』に関する住宅施工事業者ヒアリング 

目 的 四国中央市住宅マスタープランの改定に向けて、本市の住宅施策や住宅需要、住宅

産業が抱える問題点等について、住宅市場における現状や課題を明らかにする。 

日にち 2017 年 11 月 28 日 

対 象 愛媛県建設業協会 

 

 【住宅工事】戸建ての建築戸数は増加傾向にある。特に 30 代を中心としたファミリー層に需要

が高い。 

 【リフォーム】住宅に対して不安を持つ人がリフォーム工事を実施することが多い。しかし、中

古住宅をリフォームするより、新築するニーズの方が高く、特に若い人にはあまりニーズがない。 

 【耐震補強】熊本地震時には、耐震補強工事は増加したものの、2017 年度は未だ本市において

耐震補強工事の受注はない。 

 【地元木材普及】地域産材を使用した工事などについての受注はない。 

 【担い手】人材が大手や市外に流れており、中小企業へ就職しようとする人材が少ない。文系・

高卒を視野に入れるほど、地域の建設業界の人材確保が厳しい状況となっている。 

 【その他、本市に必要な施策】コンパクトシティ化による地域のインフラ維持や、住工分離によ

る住環境整備が必要である。 

 

『サービス付き高齢者向け住宅』に関する事業者ヒアリング 

目 的 四国中央市住宅マスタープランの改定に向けて、サービス付き高齢者向け住宅の推

進や普及等に向けた課題を把握する。 

日にち 2017 年 11 月 28 日 

対 象 市内事業者 

 

 【需要】需要は高く、空室が発生しにくい状態。市外からの居住者は少なく、市内居住者の応募

が主。 

 【需要】サービス付き高齢者向け住宅の需要は 20 年を想定。今後、高齢化により要介護度の高

い高齢者や認知症の高齢者が増加することが予測されるため、サービス付き高齢者向け住宅では

対応ができなくなっていくことが考えられる。これらを考慮すると、今後はグループホームの充

実を図る方が効果的である。 

 【その他、本市に必要な施策】所得や介護度に関係なく、誰でも入れる介護施設を今後整備して

いく必要がある。 
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5 公営住宅需要量の推計 

 公営住宅法では「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸する」ために公営住宅を

整備するものとしており、住宅のセーフティネットを確保する考え方から、住宅に困窮する低額所

得者に向けた適正な入居と的確な供給を行うことが求められています。 

 この考えに基づき、本市の公営住宅の供給必要戸数の検討にあたっては、「Ⅰ 公営住宅需要の推

計」と「Ⅱ 公営住宅供給可能戸数の推計」を行い、両者のバランスから適正な管理戸数を算出し

ます。 

なお、国や県における目標年次や統計データの関係から、2016 年～2025 年度の需要戸数を算

出し、2018 年～2027 年度での需要戸数とします。 

 

 

 

 

 

Ⅰ 公営住宅需要の推計 

ア 推計の流れ 

2025 年度における民間借家等（民間借家､公団・公社住宅､給与住宅）に居住する世帯で、公営住

宅の入居対象世帯（収入分位が下位の世帯）を対象とし、その中で 

 

  (1)「収入分位下位世帯」で「著しい困窮世帯」で「最低居住面積水準を満たしていない世帯」 

  (2)「収入分位下位世帯」で「著しい困窮世帯」で「民間借家の家賃負担限度率より高い世帯」 

  (3)「収入分位下位世帯」で「最低居住面積水準を満たしていない世帯」 

  (4)「収入分位下位世帯」で「民間借家の家賃負担限度率より高い世帯」 

 

を基準として「住宅に困窮する低額所得者」を抽出し、公営住宅における「要支援世帯」として算

出することとします。 

 

収入分位下位世帯 

全世帯を収入の順に並べ、下位から全体の 25％にあたる収入の一般世帯

（条例月収 15.8 万円以下）、および、高齢・子育て・障がい者がいる世帯

に関しては下位から 40％にあたる収入の裁量階層世帯（月額収入 21.4 万

円以下）をいう（公営住宅入居基準より）。 

著しい困窮世帯 
最低居住水準を満たす住宅の自力による確保が困難と想定される収入の

世帯。 

民間借家の 

家賃負担限度率 

世帯収入に対しての家賃支出の割合の限界。一般的には収入の約 20％程

度が限界とされるが、収入分位や家族人数によりその割合が変わり、住宅建

設 5 箇年計画において、各分位ごとの割合が設定されている（※全国基準

値に対して各地域の事情に合わせて補正される）。 

要支援世帯 
市場において、自力では適正な水準の住宅を適正な負担で確保することが

困難と見込まれ、公的な支援により居住の安定確保を図るべき世帯のこと。 

Ⅰ 公営住宅需要の推計 

 

Ⅱ 公営住宅供給可能戸数の推計 

 2025 年度における 

要支援世帯数 

2016 年～2025 年度の間に供給

できる公営住宅戸数 
同数になる 

戸数が適正供給 
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 2025 年度における民間借家等入居世帯のうち、公営住宅による要支援世帯(1)～(4)を推計します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

持ち家世帯 
公営住宅 

入居世帯 

民間借家等 

入居世帯 【増加世帯】 

・新規形成世帯（世帯分離） 

・流入世帯(転入) 

【減少世帯】 

・滅失世帯 

・流出世帯(転出) 

現在の 

世帯数 

目標年次 

の世帯数 

 

が公営住宅による『要支援世帯』 

(1) (2) (3) (4) 

持ち家世帯 
公営住宅 

入居世帯 

民間借家等 

入居世帯 

上図の 

低 

収入分位下位 
世帯 25％ 
(裁量階層 40％) 

著しい困窮年収 

以上 最低居住 

面積水準 

未満 

高 

(3) 

最低居住面積水準未満 

かつ著しい困窮年収以上 

(4) 

うち高家賃負担率以上 

(1) 

最低居住面積水準未満 

かつ著しい困窮年収未満 
(2) 

うち高家賃負担率以上 

最低居住面積水準以上かつ著しい困窮年収以上 

最低居住面積水準以上かつ著しい困窮年収未満 

年収 

以上 誘導居住 

面積水準 
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イ 推計フロー 

  

a. 2013年度央 世帯数 

一般世帯数  ：33,360 世帯 

うち民営借家等：             6,770 世帯 

b. 2015年度末 世帯数 

一般世帯数  ：34,360 世帯 

うち民営借家等：     6,985 世帯 

c. 2025年度末の世帯数 

一般世帯数  ：32,757 世帯 

うち民営借家等：    9,191 世帯 

e. 収入分位下位世帯のうちの(1)～(4)の推計 
 
A)最低居住面積水準未満と以上の世帯に分

ける 

B)著しい困窮年収の世帯か否かの２軸で、「e.

収入分位下位世帯」を(1)～(4)の４つの区

分に振り分ける。 

d. 収入分位下位世帯数(民営借家等の内数) 

3,095 世帯 

25％以下                           ：2,455 世帯 

25％～40％（裁量階層世帯）：       640 世帯 

◆収入階層別公営住宅収入基準からの推計 

平成 25 年住宅・土地統計調査、平成

25 年家計調査を用いて、収入分位 25％

以下と収入分位 25％～40％（裁量階層

世帯）の世帯を推計。 

10
年
間
の
世
帯
数
お
よ
び
民
間
借
家
等
の
推
計 

収
入
分
位
下
位
世
帯
の
う
ち
要
支
援
世
帯
を
推
計
（
２
０
２
５
年
度
） 

平成 25 年住宅・土地統計調査を用い

て、以下を推計。 
 

A)最低居住面積水準 

住生活基本計画（全国計画）に基づく

世帯人数により未満・以上を分類。 
 

B)著しい困窮世帯 

民間借家の平均家賃、家賃負担限度率

（全国一律）の地域補正値より算出した、

「最低居住面積水準の民営借家に適正な

家賃負担率で居住するために必要な年収

を満たせない世帯（最低居住面積水準以上

の場合は、高家賃負担の世帯（平均家賃負

担率以上の世帯が対象））」。 

国立社会保障・人口問題研究所が公表

している愛媛県の将来世帯数推計と本

市の将来推計人口、平成 25 年住宅・土

地統計調査を用いて、本市の「b.2015

年度末世帯数」、「c.2025 年度末の世帯

数」を推計（年度央から年度末への推計

も行っている）。 

 

※一般世帯 

住居と生計を共にしている人々の

集まりで持ち家や借家等の住宅に住

む世帯、下宿や会社の独身寮に住む単

身者、住宅以外に住む世帯を指す。 
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ウ 推計結果 

 

  

e. 収入分位下位世帯のうちの(1)～(4)の推計 

 

c. 2025年度末の世帯数 

一般世帯数  ：32,757 世帯 

うち民営借家等：    9,191 世帯 

d. 収入分位下位世帯数(民営借家等の内数) 

3,095 世帯 

25％以下                           ：2,455 世帯 

25％～40％（裁量階層世帯）：       640 世帯 

収入 
分位 

25％相当 15.8 万円 

40％相当 21.4 万円 

裁量階層制度化率 100％ 

(1)最低居住面積水準未満かつ著しい困窮年収未満 123世帯 

(2)最低居住面積水準以上かつ著しい困窮年収未満 うち高家賃負担率以上 291世帯 

(3)最低居住面積水準未満かつ著しい困窮年収以上 123世帯 

(4)最低居住面積水準以上かつ著しい困窮年収以上 うち高家賃負担率以上 175世帯 

f. 2025年度までに発生する要支援世帯数(合計) 712世帯 

 

この 712世帯が 2025 年度までに存在すると推計される要支援世帯数の合計であり、この

世帯について、計画期間 10年間で新たな対応が必要となります。 

※ただし、公営住宅に対する要支援世帯であるため、市営、県営で対応することとなります。 

※算入率は、愛媛県が設定する割合を使用。 

低 

収入分位 
下位世帯 
25％(裁量 
階層 40％) 

著しい 

困窮年収 

以上 最低居住 

面積水準 

未満 

246世帯 

高 

(3)最低居住面積水準未満 
かつ著しい困窮年収以上 (4)うち高家賃負担率以上 

437世帯 

(1)最低居住面積水準未満 
かつ著しい困窮年収未満 

123世帯 291世帯 

(2)うち高家賃負担率以上 

最低居住面積水準以上かつ著しい困窮年収以上 

最低居住面積水準以上かつ著しい困窮年収未満 

年収 

誘導居住

面積水準 

以上 

要支援 
世帯への 
算入率 

(3) 50% (4) 40% 

(1) 100% (2) 100% 
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Ⅱ 公営住宅供給可能戸数の推計 

 Ⅰで求めた要支援世帯数に対して、10 年間で公営住宅が供給できる戸数を算定します。 

  

a.入居可能な管理戸数 2,137戸 

（現管理戸数：2,262 戸） 

※用途廃止を目的として、既に募集停止を行っている 

住戸（団地）は除く 

  

 

b.公営住宅空家発生率（年間）：5.53％ 

※過去 2 ヵ年（2015、2016 年）の空家募集実積から算出 

 93.5 戸／年           （募集対象管理戸数：1,689 戸） 

ｄ.高額所得世帯、収入超過世帯の流出：193戸 

※高額所得世帯：  8 世帯（内建替え・用途廃止対象外  7 戸）2017 年 

収入超過世帯：251 世帯（内建替え・用途廃止対象外 186 戸）2017 年 

10 年間の中で 193 戸退去させると想定 

 

e. 建替団地による新規入居可能戸数：217戸 

A）建替え対象戸数          ：954 戸 

B）うち現入居世帯数    ：627 戸（内高額所得・収入超過世帯63 戸） 

C）用途廃止団地の現入居世帯：     45 戸（内高額所得・収入超過世帯 2 戸） 

※ e ＝ A  -  B  -  C  

      954 -（627,-,63）-（45,-,2）＝ 217 戸 

f. その他住宅による入居可能戸数（県営住宅）：14戸 

※過去 5 ヵ年（2013～2017 年）の空き部屋数実績から算出 

1.4 戸／年 × 10 年間 ＝ 14 戸 

c.空家募集による入居可能住戸数：1,182戸 

※ c ＝ a × b × 10 年間  

g.10年間での入居可能住戸数： 1,606戸 

※ c + d + e + f ＝ 1,606 戸 
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Ⅲ 公営住宅管理戸数の整理 

推計結果より、公営住宅として供給過不足状況は以下となります。 

Ａ Ｂ Ｃ=Ｂ/Ａ Ｄ=Ｂ-Ａ 

Ⅰ 公営住宅需要の推計 Ⅱ 公営住宅供給可能戸数の推計 充足率 過不足数 

712世帯 1,606戸 225.6 ％ +894戸 

 

今後 10 年間で公的な支援が必要な世帯（要支援世帯）は 712 世帯となりますが、2027 年度末

時点で空家募集による入居可能な住戸が 1,606 戸となる見込みであることから、差し引き 894 戸

分が供給過多の状態となります。 

 

上記の内容を踏まえて、2027 年度末時点における公営住宅の供給目標管理戸数は、現在

の管理戸数 2,262戸から 894戸を差し引いた 1,368戸を供給目標と設定します。 
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第３章 四国中央市の課題 
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第3章 四国中央市の課題 

1 人口減少社会への対応に向けた課題 

子育て世帯が生活しやすい住環境の創出による、人口減少の抑制 

本市では自然減、社会減による人口減少が続いており、市を維持するためにも出生数の向上、転入

促進が必要です。 

そのため、子育て世帯をターゲットとした住宅施策の実施や住環境整備を促進することで、子育て

しやすい環境を創出し、出生数の向上や、子育て世帯の転入促進につなげることが必要です。 

 

高齢者が安心して生活できる住宅供給の促進による、高齢化への対応 

本市では、高齢化に伴い、高齢単身世帯、高齢夫婦世帯が年々増加していますが、バリアフリー設

備を設置した住宅が少ないため、対策が必要です。 

また、サービス付き高齢者向け住宅のほか、民間賃貸住宅や、空家などを活用して、高齢者が安心

して生活できる住宅を提供していくなど、高齢化に対応することが必要です。 

 

どの地域でも生活できる住環境の整備 

人口減少やまちの空洞化が進行する中、地域の生活機能を維持し、市民がどの地域でも生活するこ

とができる環境整備を行うことが重要です。 

まちなかにおいては、生活機能を集約することで、居住を推進するコンパクトシティの考え方によ

り、まちの機能を維持することが重要です。 

一方、新宮地域などの集落においては、特に人口減少が顕著であり、空家が多く存在するなど、地

域の集落機能の維持が不安視されることから、居住者の生活を支え、集落を維持していくために、最

低限の生活を営むための生活支援方策を検討していくことが必要です。 
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2 住宅・住環境の質の向上に向けた課題 

住宅の耐震化と普及啓発による安全な住宅づくり 

本市の住宅における耐震化率は 77.0％となっていますが、耐震診断の実施等を推進し、さらなる

耐震化率向上を図ることが必要です。 

また、耐震診断補助の継続や、耐震化への意識啓発を行い、安心・安全な住宅づくりを促進してい

くことが必要です。 

 

安全で快適に住める住環境整備 

本市においては、接道不良住宅や狭あい道路、危険空家等が存在しており、防災上危険であること

から、これらの解消に向けた支援・対策が必要です。 

同時に、地域木材や健康住宅の促進、景観の保全などにより安全かつ快適な住環境づくりを進める

ことが必要です。 

 

民間との連携による豊かな住宅・住生活の確保 

少子高齢化が進行する中、市営住宅だけでは、子育て世帯や高齢者への需要に配慮した住宅提供を

行うことが困難です。 

このことから、「地域優良賃貸住宅」の促進や、民間賃貸住宅、空家などを活用した住宅確保要配

慮者への住宅提供など、民間主体による多様な住宅の供給を支援し、良質で豊かな住宅・住生活の確

保を図ることが必要です。 

 

低炭素社会に向けた住宅の省エネルギー性能の向上 

低炭素社会の形成に向けて住宅の省エネルギー化を推進していく必要がありますが、本市におい

て省エネ設備を導入している住宅は少ないため、その推進を図ることが必要です。 
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3 既存住宅の活用・管理に向けた課題 

既存住宅ストックを長く有効に活用していくための体制整備 

将来的に世帯数が減少していく本市においては、新規建設から、既存住宅ストックを長く活用して

いくことが求められます。 

住宅を長く活用していくため、市営住宅においては予防保全型の管理や、住宅のリフォームを促進

するなど、住宅のメンテナンスを推進していくことが必要です。 

また、既存住宅ストックの活用においては、中古住宅シェアは 1 割にも満たず、市場の活性化に

向けた取組みも不足していることから、中古住宅市場の活性化のために、活用可能な空家情報の収

集・管理、情報提供の推進等を図ることが必要です。 

 

空家・空地の日常管理の徹底による良好な住宅地の形成 

空家・空地の定期的な管理を推進していくことで、防災上、危険空家の増加を抑制していくことが

必要です。 
 

  

4 公営住宅等を必要とする世帯への住宅供給に向けた課題 

人口減少、世帯数の今後の動向から要支援世帯のストック需要を踏まえて、市営住宅の適正管理を

実施してくことが必要です。 

今後の需要想定から、適正な管理戸数に向けて、市営住宅長寿命化計画により、市営住宅の廃止や

建替え等の整理・実施が必要です。  

また、健康で文化的な住生活の実現に向け、最低居住面積水準※が確保できるよう、建替え、改善

等での対応を図ることが必要です。 
 

※［住生活基本計画（全国計画）別紙４より抜粋］ 
 

最低居住面積水準は、世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅

の面積に関する水準である。 

その面積（住戸専用面積・壁芯）は、別紙１の住宅性能水準の基本的機能を充たすことを前提に、以

下のとおりとする。 
 
（１） 単身者 ２５㎡ 

（２） ２人以上の世帯 １０㎡×世帯人数＋１０㎡ 
 
注１ 上記の式における世帯人数は、３歳未満の者は 0.25 人、３歳以上６歳未満の者は 0.5 人、６

歳以上 10 歳未満の者は 0.75 人として算定する。ただし、これらにより算定された世帯人数が

２人に満たない場合は２人とする。 

 ２ 世帯人数（注１の適用がある場合には適用後の世帯人数）が４人を超える場合は、上記の面積か 

ら５％を控除する。 

 ３ 次の場合には、上記の面積によらないことができる。  
  ① 単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合 

 ② 適切な規模の共用の台所及び浴室がある、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所

が確保され、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた面積が個室部分で

確保されている場合 

 ③ 既存住宅を活用する場合などで、地域における住宅事情を勘案して地方公共団体が住生活基本

計画等に定める面積が確保されている場合 
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第４章 住宅施策の方向性、展開方向 
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第4章 住宅施策の方向性、展開方向 

1 住宅施策の方向性 

  

まんなか力をはぐくむ四国中央市の暮らし 
～市民一人ひとりのしあわせを支える住生活環境づくり～ 

 

［目標の考え方］ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少子高齢化の進行や社会情勢の変化により、住まいのニーズが多様化する中で、「市民一人ひとり

のしあわせづくりを応援」し、市民の生活を支えていくためにも、誰もが安心・安全で豊かに暮らし

ていける住環境基盤の整備が必要です。 

「市民一人ひとりのしあわせを支える住生活環境づくり」によって、誰もが安心・安全で豊かに暮

らせる住環境を形成し、その中でしあわせを実感することで、市民が社会の中で活躍し、実力が発揮

できる「まんなか力」をはぐくんでいきます。 

こうした考えから、住宅施策の方向性を「まんなか力をはぐくむ四国中央市の暮らし～市民一人ひ

とりのしあわせを支える住生活環境づくり～」とします。 

 

  

豊かな住生活環境の基盤づくり 

しあわせの実現・実感 

市民が「まんなか」で活躍 

市民のしあわせを支える 

 

「まんなか力」がはぐくまれる 
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2 住宅施策の展開方向 

安心で快適に住みつづけられる住宅整備 

  いつまでも安心して住み続けられる住宅づくりを進めるために、住宅の耐震性を確保するととも

に、バリアフリーやユニバーサルデザインによる、どんな人にもやさしい住宅づくり、環境共生に配

慮した住宅の普及の促進、市・県産材を使用した本市らしい住宅の普及等を進めるなど、安心で快適

な住宅の普及を目指します。 

 

どんな人でも住みやすい多様な住宅の提供 

 少子高齢化の進行や社会情勢が変化し、多様化する住生活のニーズに対応するために、高齢者、低

額所得者、子育て世帯、障がい者などの、住宅の確保に配慮を要する世帯に向けた住宅供給や、民間

資金を活用した多様な住宅の提供を図るなど、どんな人でも住みやすい住宅の普及を目指します。 

 

安全で質の高い住環境の整備 

本市の中で、安心・安全で快適に暮らしていくためには、住宅自体だけでなく、良質な住環境の整

備が必要です。このことから、コンパクトシティの考えに基づく利便性の高い市街地への住み替え促

進や住環境整備、地域の防災力向上のほか、同時に人口減少が進む集落での生活機能の維持等を図り、

安全で質の高い居住環境の実現を目指します。 

 

既存住宅ストックの利活用促進 

 住宅市場への空家の流通や、中古住宅市場の活性化促進を図るとともに、空家の有効な活用方策を

検討していくことで、既存住宅活用型市場への転換を目指します。 

 

住宅の適正な管理とマネジメントの実施 

 本市の良質な住環境を今後も維持していくために、住宅の長寿命化促進や、空家の適正管理による

危険住宅の発生抑制、地域需要を踏まえた市営住宅ストックの適正管理など、住宅の適正な管理とマ

ネジメントを実施していきます。 
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第５章 住宅施策 
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第5章 住宅施策 

1 施策体系 

 

 
  

［住宅施策の方向性］ 
 

まんなか力をはぐくむ四国中央市の暮らし 
～市民一人ひとりのしあわせを支える住生活環境づくり～ 

展開方向(1) 
 

安心で快適に 

住みつづけられる 

住宅整備 

展開方向(2) 
 

どんな人でも 

住みやすい多様な

住宅の提供 

［課題］ 

住宅施策の 
展開方向 ［住宅施策］ 

1-1 住宅の耐震化の促進 

1-2 バリアフリー化の促進 

1-3 環境に配慮した住宅の普及・促進 

1-4 地域産材を使用した住宅づくりの促進 

2-1 住宅確保要配慮者に向けた市営住宅 

の入居環境整備 

2-2 多様な住宅メニューの提供 

2-3 民間と連携した住環境の整備 

4-1 既存住宅の流通促進 

5-1 住宅の長寿命化の促進 

5-2 適正管理による空家化の予防推進 

5-3 市営住宅ストックの適正管理 

4 公営住宅等を必要 

とする世帯への住宅 

供給に向けた課題  
・ストック需要を踏まえた、 

市営住宅の適正管理 

・最低居住面積水準の確保 

 に向けた対応 

 

 

2 住宅・住環境の質の

向上に向けた課題  
(1)住宅の耐震化と普及啓発 

による安全な住宅づくり 

(2)安全で快適に住める 

住環境整備 

(3)民間との連携による豊か 

な住宅・住生活の確保 

(4)低炭素社会に向けた住宅 

の省エネルギー性能の 

向上 

 

展開方向(5) 
 

住宅の適正な 

管理とマネジメント 

の実施 

3-1 コンパクトシティの形成に向けた 

住み替えと住環境整備 

3-2 地域の防災力の向上 

3-3 集落機能の維持 

展開方向(３) 
    

安全で質の高い

住環境の整備 

展開方向(4) 
 

既存住宅ストック

の利活用促進 

１ 人口減少社会への 

対応に向けた課題  
(1)子育て世帯が生活しやすい 

住環境の創出による、 

人口減少の抑制 

(2)高齢者が安心して生活 

できる住宅供給の促進 

による、高齢化への対応 

(3)どの地域でも生活できる

住環境の整備 

 

3 既存住宅の活用・管理

に向けた課題  
(1)既存住宅ストックを長く 

有効に活用していくため 

の体制整備 
(2)空家・空地の日常管理の 

徹底による良好な住宅地 

の形成 
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2 住宅施策 

 展開方向 1 安心で快適に住みつづけられる住宅整備 
 

1-1住宅の耐震化の促進 
旧耐震基準である 1981 年以前に建てられた住宅は、市全体で、35.6％存在しています。 

住宅の耐震化状況については、木造住宅の耐震補助等の取組みにより、2013 年度時点で耐震化

率 77.0％となっていますが、耐震診断実施済みの住宅は１割に満たない状況であることから、今

後も、住宅の耐震化に向けた意識啓発等により、耐震化率の向上や安全な住宅づくりを行っていく

必要があります。 

同時に、本市で取り組んでいる「住宅耐震化促進リフォーム等補助事業」の普及・促進により、耐

震改修を促進します。 
 

 具体的な取組み 

［耐震改修促進に関する取組み］ 

 市民に対する耐震診断、耐震改修に対する意識啓発 

 住宅耐震化促進リフォーム等補助事業の普及・促進 
 

【参考：住宅耐震化促進リフォーム等補助事業の概要】 

 

  

[補助対象住宅] 居住されている市内の一戸建て住宅等 

◯旧耐震基準の木造住宅※2 

※非木造住宅のうち、旧耐震基準の住宅は、
耐震診断等の耐震化をおすすめする 

※住宅・建築物安全ストック形成事業に基づく『木造住宅耐震診断』を義務付ける 
［派遣方式］診断費用 0 円（評価手数料のみ必要）［補助方式］2/3 かつ最大 3 万 5 千円補助 

 

①一般リフォーム補助 
②木造住宅リフォーム補助 

（耐震性あり） 
③木造住宅耐震化リフォーム補助 

（耐震性なし） 

[補助対象住宅] 

◯木造以外の住宅 
◯新耐震基準の木造住宅 

 
        

[補助対象工事] 

◯外構工事等を除くリフォーム工事 

            
[補助内容] 

 ◯リフォーム工事に要した費用の 

  1/10 かつ上限 10 万円 

 

[補助対象住宅] 

 ◯耐震性あり（上部構造評点 1.0 以上）
と評価された住宅    

 

 

[補助対象工事] 

◯外構工事等を除くリフォーム工事             
 

[補助内容] 

 ◯リフォーム工事に要した費用の 
  1/10 かつ上限 15 万円 

 

◯新耐震基準※1 の木造住宅 

◯非木造住宅（RC 造、S 造ほか） 

耐震性あり 耐震性なし 

[補助対象住宅] 

 ◯耐震性なし（上部構造評点 1.0 未満）
と評価された住宅で、木造住宅耐震改修

工事を実施し、上部構造評点が 1.0 以
上となる住宅    

[補助対象工事] 

◯外構工事等を除く耐震化リフォーム工事

（耐震改修工事：定額 90 万円以内の 
耐震補助が利用可能）    

[補助内容] 

 ◯耐震改修工事とリフォーム工事に要した 

費用の 1/10 かつ上限 20 万円 
※ 耐震改修事業による補助金（最大 90

万円）を超える費用が対象 

[加算補助対象工事] ◯ 省エネリフォーム補助対象工事一覧に示す、1 項目以上の省エネリフォーム費用合計   
（製品代＋工事費）が 10 万円以上（税抜き）となる省エネリフォーム 

[加算補助内容]      ◯ ①②③に該当する基本リフォームの上限額に 5 万円を加算。基本工事のリフォーム工事

費と加算工事に該当する省エネルギーに関するリフォーム工事費を併せて補助額を算定 

 

④省エネ 

リフォーム補助 

条 

件 

基
本
工
事
補
助 

加
算
工
事
補
助 ※1  震度 6 強～7 程度の揺れでも倒壊しない構造基準として設定されており、1981 年 6 月 1 日以降

の建築確認において適用された耐震基準。これ以前の建築確認において適用された耐震基準（旧
耐震基準）では、震度 5 強程度の揺れでも建物が倒壊しない構造基準として設定されている。   

※2  旧耐震基準の木造住宅では、四国中央市耐震診断・耐震改修補助事業から、本リフォーム補助を
上乗せ可能。 
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1-2 バリアフリー化の促進 
高齢化により、本市でも住宅のバリアフリー化が求められますが、高齢者に向けたバリアフリー

等の住宅設備設置状況は低い状況にあります。単身の高齢者などでも安心して居住できるよう、既

存のものはリフォーム改修などによるバリアフリー化の促進を図ると同時に、新たに整備される住

宅においても、バリアフリー住宅、ユニバーサルデザイン住宅などの誰もが住みやすい安全な住宅

の普及・促進を図ります。 

 

 具体的な取組み 

［バリアフリー・ユニバーサルデザイン住宅の普及に関する取組み］ 

 バリアフリー住宅の情報発信と普及・促進 

 ユニバーサルデザインによる住宅・住環境の整備と普及・促進 

［バリアフリー改修に関する取組み］ 

 住宅リフォームの相談体制・窓口の充実化 

 

1-3 環境に配慮した住宅の普及・促進 
近年、全国的に建築物のエネルギー消費が増加していることを受け、環境負荷が少ない住宅の普

及・推進が図られていますが、本市においては、省エネ設備を導入している住宅は 1 割に満たない

状況であり、アンケート調査においても、住宅の省エネ性能に対する満足度が低い結果となったこ

とから、その推進が課題となっています。 

 このことから、環境共生住宅についての普及・促進や、市民への情報発信に取組むとともに、既

存住宅においては「住宅耐震化促進リフォーム等補助事業」による、省エネリフォーム補助の活用を

促すことで、環境に配慮した住宅の普及・促進を図ります。 

 

 具体的な取組み 

［環境共生住宅の普及に関する取組み］ 

 市民への環境共生住宅に関する情報発信と普及・促進 

 環境共生住宅に関する普及・促進 

［省エネリフォーム促進に関する取組み］ 

 住宅耐震化促進リフォーム等補助事業の普及・促進［再掲］ 

［省エネ設備等を導入した住宅のイメージ（資料：国土交通省）］ 
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1-4 地域産材を使用した住宅づくりの促進 
 愛媛県では、県内における木造住宅の建設促進と、地域材の利用拡大を目指して「地域材利用木

造住宅利子補給制度」による補助を実施していますが、本市における地域産材を使用した住宅建設

はほとんど実施されていない状況です。 

 このことから、市民などへ利用促進に向けた情報提供を行い、地域木材の利用促進に努めます。 

 

 具体的な取組み 

［地域産材を使用した住宅づくりの促進に関する取組み］ 

 地域木材の利用促進に向けた情報提供 
 

【参考：地域材利用木造住宅利子補給制度の概要（資料：愛媛県）】 
 
■対象者 
 ◯  自らの居住を目的とする一戸建住宅を、県内で新築又は購入される方 

   ※「えひめ地域材の家」建設推進事業との併用も可能。 

 

■対象となる住宅 
◯  地域材を住宅の主要部材に 50％以上利用 

◯  住宅部分の床面積が 75㎡以上 

◯  県内に事務所のある施工業者により建設  

◯  在来工法又は枠組壁工法により建設 

 

■対象となる融資 
◯  指定金融機関の融資（住宅金融支援機構の証券化支援事業融資も可） 

※自己資金や共済資金等は対象外。 

 

■利子補給金の内容について 
◯  利子補給金には、全ての対象住宅に補給される「基本融資分」と、県の定める基準を満たす

住宅のみに補給される「えひめ優良木造住宅加算分」の２つの区分があります。 

  両区分とも、補給を受けることのできる期間は最長で 5 年間で、半期ごとに交付額を決定し、

金融機関を経由して、対象者に交付されます。 

  また、三世代同居であれば、基本融資分においてそれぞれの適用利率を 0.2％加算します。 

 

地域材利用率 

利 子 補 給 額 

基本融資分 

（上限額：800 万円） 

えひめ優良木造住宅加算分 

（上限額：500 万円） 

50％以上～70%未満 適
用
利
率 

年1.0%以内 三世代同居 

による 

適用利率 

(+ 0.2％) 

年1.2％以内 

年 1.5％以内 70％以上～90％未満 年1.2％以内 年1.4％以内 

90％以上～ 年1.4％以内 年1.6％以内 
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 展開方向 2 どんな人でも住みやすい多様な住宅の提供 
 

2-1 住宅確保要配慮者に向けた市営住宅の入居環境整備  
 市営住宅においては、高齢者や低額所得者など住宅確保に困窮する要配慮者（住宅確保要配慮者※）

が入居しやすいものとする必要があるため、収入超過者や高額所得者などの退去を促すなどの適正

入居の促進を図ります。 

 また、高齢者に対しては、特に低階層においてバリアフリー改修を促進していくことで、高齢者が

入居しやすい環境を整えます。 

 

※ 高齢者、低額所得者、子育て世帯、障がい者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者 

 

 具体的な取組み 

［適正入居に向けた取組み］ 

 収入超過者、高額所得者の民間賃貸住宅等への住み替え促進 

 低層階などでの高齢者対応改修の実施 

 

 

2-2 多様な住宅メニューの提供 
本市においては高齢化に伴い、高齢単身世帯、高齢夫婦世帯数が年々増加しており、こうした世帯

への対応が求められるのに加え、市を維持していくためにも出生数の向上、転入促進が必要なことか

ら、多様な世帯に合わせた住宅の提供が必要となっています。 

高齢者においては、福祉サービスと連携した、「サービス付き高齢者向け住宅」の需要が本市の中

で高いことから、本住宅を維持していくことが求められており、子育て世帯においては、働きながら

子育てを行うために、福祉や保育機能と連携した住環境の整備を推進していくことが必要です。 

また、住宅確保要配慮者などにおいても、住宅を確保し、安心して生活ができる環境を整えるため、

地域優良賃貸住宅の供給促進や、「新たな住宅セーフティネット制度」による民間賃貸住宅、空家の

活用などを促進していきます。 

 

 具体的な取組み 

［高齢者に向けた取組み］ 

 サービス付き高齢者向け住宅の維持 

［子育て世帯に向けた取組み］ 

 福祉や保育機能と連携した住宅等の供給促進 

［住宅確保要配慮者に向けた取組み］ 

 地域優良賃貸住宅の供給促進 

 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進 
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［参考：新たな住宅セーフティネット制度の概要（資料：国土交通省）］ 

 

 

2-3 民間と連携した住環境の整備 
本市においては、これまで市営住宅の不足が見受けられなかった状況から、民間資金を活用した住

宅供給促進は十分ではありませんが、少子高齢化が進行する中、子育て世帯や、高齢者への需要に配

慮した住宅提供を行うためには、市営住宅だけでは対応が困難となることが予測されます。 

また、市営住宅ストックも老朽化が進行していることから、今後、借上公営住宅制度を活用し、地

域の需要動向にあわせた住宅供給を行うことや、PFI を活用した市営住宅の建替えの検討など、民間

と連携した住環境整備を行っていきます。 

 

 具体的な取組み 

［民間と連携した住環境整備の取組み］ 

 サービス付き高齢者向け住宅の維持［再掲］ 

 福祉や保育機能と連携した住宅等の供給促進［再掲］ 

 地域優良賃貸住宅の供給促進［再掲］ 

 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進［再掲］ 

 借上公営住宅制度の活用検討 

 PFI による市営住宅の建替え事業の可能性検討 

 市営住宅用途廃止後の土地の有効活用 
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 展開方向 3 安全で質の高い住環境の整備 
 

3-1 コンパクトシティの形成に向けた住み替えと住環境整備 
 人口減少やまちの空洞化が進行する中でも、まちの生活機能を維持していくために、生活に必要な

施設等をまちなかに集約し、居住を推進するコンパクトシティの考え方が重要です。 

 本市では「立地適正化計画」の中で、医療、福祉、商業等の都市機能の誘導を図る「都市機能誘導

区域」と、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住の誘導を図る「居住誘導区域」

を設定しています。この考え方に基づき、本市でも、都市機能の誘導による利便性の高い住環境形成

を実現し、居住誘導区域内への住み替え促進を図ります。 

同時に、まちなかの快適な住生活を実現するための景観形成を推進し、全市域への景観づくりの意

識醸成や波及を図ります。 

 

 具体的な取組み 

［まちなかへの住み替えの取組み］ 

 立地適正化計画に基づく都市機能誘導の推進 

 立地適正化計画に基づく居住誘導の推進 

［まちなかの良好な住環境整備］ 

 景観計画の推進と、景観づくりの意識醸成 

 

 

3-2 地域の防災力の向上 
本市においては、接道不良住宅や狭あい道路などの解消に努めていますが、未だ全市的な解消に至

っていないのが現状です。また、防災上、危険性が高い空家も存在しており、これらの除去・解体に

向けた支援・対策が必要です。 

 防災性の高い住環境を形成していくため、接道不良住宅の解消促進、道路後退などによる公道確保

を推進していくとともに、危険性の高い空家の除去について補助・促進を進めていきます。 

 また、自主防災組織の構築など、市民の防災意識の啓発に努め、地域の安全性を高めていきます。 

 

 具体的な取組み 

［防災性の高い住環境整備］ 

 接道不良住宅の解消促進 

 道路後退などによる公道確保の推進 

 危険性の高い空家の除去について補助・促進 

［市民の防災意識の向上に係る取組み］ 

 関係課との連携による地域の防災意識の啓発と自主防災組織の構築促進 
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3-3 集落機能の維持 
 新宮地域などの集落においては、特に人口減少が顕著であり、地域の集落機能の維持などが不安

視されています。こうした人口減少や高齢化が著しい中山間地域等においては、一体的な日常生活

圏を構成している「集落生活圏」を維持することが重要であり、将来にわたって地域住民が暮らし続

けることができる「小さな拠点」を形成していくことが必要です。 

 このことから、「小さな拠点」形成に基づく集落機能の維持に向けた検討のほか、地域内の空家な

ど、既存住宅ストックを活用した定住促進や福祉バス等の運行による移動手段の維持を図ります。 

 

 具体的な取組み 

［集落機能の維持に係る取組み］ 

 「小さな拠点」形成に基づく集落機能の維持に向けた検討 

 既存住宅ストックを活用した定住促進 

 福祉バス等の運行による移動手段の維持・確保 
 

［参考：小さな拠点の考え方イメージ］ 
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 展開方向 4 既存住宅ストックの利活用促進 
 

4-1 既存住宅の流通促進 
 本市の中古住宅シェアは 1 割に満たない状況です。 

既存住宅の流通が進まないことについては、市民アンケート回答者の約 8 割が中古住宅購入に興

味がない状況や、リフォームにお金がかかりそうなどのイメージを持っていることからも伺えます。 

このため、住宅性能表示や住宅瑕疵担保履行法等の普及啓発により、中古住宅のイメージアップを

図り流通促進につなげていきます。 

 住宅所有者においては、住宅の相続時に売却すれば良いのか、賃貸とすることが良いか、判断がで

きないことが問題となっていることから、相続対策についての相談会や勉強会の実施、「えひめ空き

家情報バンク」等、空家を流通させるための情報提供を行います。 

また、中古住宅市場においては、良質な物件であるにもかかわらず、販売価格に適正に反映できて

いないケースが多くみられることから、中古住宅の適正な査定のできるマニュアルの作成検討やイ

ンスペクション（住宅検査）の活用促進、人材育成の促進により、中古住宅市場の活性化を図ります。 

 

 具体的な取組み 

［中古住宅のイメージアップに向けた取組み］ 

 住宅性能表示や住宅瑕疵担保履行法等の普及啓発 

［住宅所有者に向けた取組み］ 

 住宅の相続対策についての相談会や勉強会の実施検討 

 空家を流通させるための情報提供 

［中古住宅市場の活性化に向けた取組み］ 

 中古住宅を適正に査定できるマニュアル作成の検討 

 インスペクション（住宅検査）の活用促進 

 適正に査定ができる人材育成促進 
 

［既存住宅の流通促進イメージ］ 

  

住宅購入 

希望者 

 査定マニュアルの作成 

 住宅検査の活用促進 

 査定ができる人の育成 

中古住宅 

市場 
住宅 

所有者 
提 供 提 供 

 相続した住宅を今後どう

扱えばよいかわからない 

 住宅をどうやって手放せ

ばよいかわからない 

 住宅販売価格が適正に 

なっていない、適正な 

査定ができていない 

 中古住宅リフォームにお

金がかかりそう 

 設備や構造が、安全なの

かどうか不安 

 

 相続対策の相談会実施 

 空家バンク等の情報提供 

 住宅性能表示や住宅瑕

疵担保履行法を活用し、

住宅の品質を確保 
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 展開方向 5 住宅の適正な管理とマネジメントの実施 
 

5-1 住宅の長寿命化の促進 
世帯数の減少に備える面や、建物を壊しては新築する「スクラップ＆ビルド」の考え方から脱却し、

環境に配慮した住宅づくりを実現していく面から、既存住宅ストックを長く活用していくことが求

められています。 

このことから「住宅耐震化促進リフォーム等補助事業」を普及・促進し、リフォームによる住宅の

長寿命化を後押しします。 

また、公共施設の更新には多額の費用が必要なことから、市営住宅については、更新時期の平準

化と総事業費の削減を図るために、損傷や劣化が進行する前に適切な対策を行う「予防保全型」の管

理が求められています。 

この考え方のもと、予防保全型の管理や長寿命化を図るための個別改善を引き続き実施していき

ます。 

 

 具体的な取組み 

［住宅の長寿命化の促進に向けた取組み］ 

 住宅耐震化促進リフォーム等補助事業の普及・促進 [再掲] 

[市営住宅の長寿命化の促進に向けた取組み] 

 市営住宅の予防保全型管理に基づく適切な維持管理の実施 

 計画的な改善事業の実施 

 

5-2 適正管理による空家化の予防推進 
 本市でも問題となっている管理不全の空家等については、倒壊の危険性をはじめ、環境、防犯、防

災面等で悪影響を及ぼすことから、「四国中央市空家等対策計画」を策定し、空家発生の予防方策等

について推進しています。 

 本計画に基づき、住宅所有者に対し、空家の管理に対する意識醸成を図った上で、住宅を適正に管

理していくための情報発信、補助支援などを行い、空家の増加を抑制していきます。 

 

 具体的な取組み 

［管理不全の空家を未然に防ぐための取組み］ 

 空家の管理に対する意識啓発、情報発信、補助支援 

 

［四国中央市空家等対策計画の概要］ 

  

［フェーズ１］ 

空家発生の予防 

［フェーズ２］ 

空家の流通・活用

の促進 

［フェーズ３］ 

管理不全な空家

等の対策 

［フェーズ４］ 

空家跡地の活用

の推進 

各局面（フェーズ）に応じた取り組みを推進 

［サポート１］ 
官民一体となった支援体制の確立 

［サポート２］ 
行政機関の一体的対応の推進 
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5-3 市営住宅ストックの適正管理  
 本市の市営住宅は老朽化が進行しており、その更新等、今後のあり方を検討する必要があります。

加えて人口減少や世帯数の今後の動向などを踏まえると、ストック需要を見極めて市営住宅を適正

管理していくことが求められます。 

 このことから、「四国中央市市営住宅長寿命化計画」の見直しを行い、この計画に基づく適正な管

理や、今後の公営住宅の需要を想定し、借上公営住宅制度などの導入も視野に入れた適正な管理戸数

の実現を図っていきます。 

  

 具体的な取組み 

［公営住宅ストックの適正管理に向けた取組み］ 

 四国中央市市営住宅長寿命化計画の見直しと計画に基づく適正管理 

 需要量に応じた市営住宅の建設、建替え、改善、用途廃止等の実施 

 借上公営住宅制度の活用検討［再掲］ 

 PFI による市営住宅の建替え事業の可能性検討［再掲］ 

 

 

 

［需要量に応じた市営住宅の建替えイメージ］ 
 

 

 

 

 市営住宅 

市営住宅 

市営住宅 市営住宅 

市営住宅 市営住宅 

入居者の移転 

近隣の団地と併せて 
建替え 

用途廃止 同じ敷地で建替え 

建替え 集約建替え 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6章 計画の推進体制 
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第6章 計画の推進体制 
 住宅や住環境は、そこに暮らす市民や住宅を供給する事業者などによって創出されます。 

このことから、施策体系に示す住宅施策を実現するためには、本市だけでなく、市民や住宅関連事

業者等がそれぞれの役割を認識し、積極的に施策を推進することが重要です。 

このような事を踏まえ、住宅施策の推進にあたっては、以下の点に留意し取組みます。 

 

1 推進体制 

 本計画を実行していくために、国や愛媛県の政策を踏まえるとともに、補助・支援を有効に活用し

ます。 

また、市民や民間事業者等と協力し、一体的な住宅施策の推進を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四国中央市 

 

市民 住宅関連事業者等 

国 愛媛県 居住支援協議会 

全国および愛媛県住生活基本計画を踏まえた施策推進 

各種補助事業や制度、支援等の積極的な活用や連携 

住宅確保要配慮者への 

住宅供給における連携 

住宅を供給する上での連携 

住宅施策等に関する情報共有・意見交換 

良質な住環境づくりの協力・連携 

住まいに関する情報共有・意見交換 

住まいに 
関する相談や 
意見交換等 

[主な役割] 

○地域の住宅事情や需要を捉えた住宅施策の実施 

○住宅関連事業者の住宅づくりの支援・促進 

○良質な住宅・住環境の創出に向けた情報発信や支援、意識の啓発 

[主な役割] 

○安全で良質な住宅の供給 

○市と連携した多様な住宅供給 

○住まいに関する市民への情報提供 

 

[主な役割] 

○良質な住環境づくりへの主体的な 

参画 

○住まいに関する市への要望 
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2 各主体の役割 

行政の役割 

 本市においては、本市の住宅事情や特性、課題を踏まえ、住生活に係る長期的な方向性や施策を示

し、本計画に基づく住宅施策を推進していくことを役割として担います。 

 また、建設業者や宅地建物取引業者、建築士などの住宅関連事業者や市民に対して、良質な住環境

の形成や住宅市場の活性化に取組めるよう、各種支援制度などの整備や誘導・情報提供により後押し

を行う役割も担います。 

 

住宅関連事業者の役割 

 住宅市場における住宅の整備や管理のほとんどを住宅関連事業者が担うことから、良質な住宅や

住環境の提供の面で住宅関連事業者の役割は大きくなっています。 

 特に住宅供給の面では、安全で良質な住宅やサービスの提供を行うとともに、市営住宅等では担う

ことができない多様な住宅やサービスを提供することが大きな役割です。 

 また、住まいに関する専門的な知見から、市民や行政に対して、アドバイス・支援を行っていくこ

とが役割として求められます。 

 

市民の役割 

 安全で快適な住宅や住環境の維持するためには、住宅の所有者である市民自らが、適正に住宅を管

理し、住環境向上に向けた活動について積極的に取組むなど、市民一人ひとりが住環境づくりに意識

を向け、主体的・自主的な行動を行うことが必要不可欠です。 

 こうした面から、住宅関連事業者や行政と連携・相談し、適正に住宅を管理していくことや、地域

活動に参画し、継続的にまちづくりに取組むことで、環境美化や地域コミュニティの醸成を図ること

により、安全で快適な住宅、住環境を維持していく役割が求められます。 

 また、本市が推進する住宅施策について、市民の要望やニーズを汲み取るためにも、本市の住宅施

策について市民が把握した上で、意見・要望していくことも役割として求められます。 
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3 連携方策 

国・県との連携 

 住生活基本法に基づき、「住生活基本計画（全国計画）」や「愛媛県住生活基本計画」の方針などを

踏まえ、連携しながら住宅施策を展開します。 

また、本市の住宅政策を推進するには、国・県の補助事業・制度・支援を活用していくことが有効

です。このことから、積極的に補助事業・制度・支援を活用するとともに、住宅施策をより実効力の

あるものとするために、補助制度の新設や拡充、強化などについて提案、要望していきます。 

 

居住支援協議会との連携 

 居住支援協議会とは、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子供を育成する家庭などの住宅確

保要配慮者について、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居

住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供

等の支援を実施するものです。 

 愛媛県においては 2015 年 3 月に設立され、住宅確保要配慮者に向けて、入居可能な賃貸住宅の

情報提供や支援、居住に関する支援等を行う「愛顔の住まい生活支援事業」などを実施しています。 

 本市では、居住支援協議会と連携をとりながら、住宅確保要配慮者の安定的な住宅供給に向けた住

宅政策を行っていきます。 

 

住宅関連事業者との連携 

多様な住宅需要やニーズに応えるための住宅供給や住環境の質的改善・安全性の向上などについ

て、建設業者や宅地建物取引業者、建築士など、多様な住宅関連事業者と連携し、住宅施策を推進し

ます。 

また、今後発生する住宅課題について早期に対応していくため、住宅関連事業者との意見交換・連

携を密に図り、今後の住宅動向や新規発生課題、その解決策などの情報を把握します。 

 

市民との連携 

 市民の主体的な住環境づくりを支えていくために、住宅を適正に管理していくための方法や、補助

事業・制度などの情報発信・支援などを行います。 

 また、市民からの住まいに関する要望や意見を取り入れ、住宅施策に反映していきます。 
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第7章 資料編 

1 四国中央市の現状 

人口・世帯 

■人口は年々減少                                                        

国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口をみると、本市の人口は減少傾向が継続し、現

在 8 万台の人口が、2040 年には 7 万人を下回ると推計されています。 

 旧市町村別で見ると、いずれの地域でも減少していますが、特に旧新宮村は 1990 年と比較し、

5 割以上人口が減少しており、2015 年時点で人口は 1,091 人となっています。 
 

［総人口の推移］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：1990年－2015年は国勢調査、2020年－2040年は国立社会保障・人口問題研究所 

 

［旧市町村の人口推移］ 

 

資料：国勢調査 
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1,074,618

97,215

95,658

94,326

92,854

90,187

87,413

83,349
79,432

75,301
71,088

66,687

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

[人]
←実績値 推計値→ [人]

愛媛県

四国中央市



51 

 

 

■少子高齢化の進行                                                       

 本市の老年人口割合（65 歳以上）は年々増加する一方、年少人口割合（15 歳未満）は、ますま

す減少すると推計されています。これは、愛媛県も同様の傾向となっています。 

 

［年齢 3 区分別人口（四国中央市）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：年齢不詳人口を按分して各区分に算入している。 

注 2：四捨五入により、総人口と合わない場合がある。 

資料：1990 年－2015 年は国勢調査、2020 年－2040 年は国立社会保障・人口問題研究所 

 

［年齢 3 区分別人口（愛媛県）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：年齢不詳人口を按分して各区分に算入している。  

注 2：四捨五入により、総人口と合わない場合がある。 

資料：1990 年－2015 年は国勢調査、2020 年－2040 年は国立社会保障・人口問題研究所 
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■今後も増加する高齢化率                                                   

  総人口のうち 65 歳以上が占める割合（以下「高齢化率」という。）は、2015 年で 29.9％と、愛

媛県と同程度の割合となっています。2020 年には高齢化率が 3 割を超えることが推計されています。 

地域別で見ると、旧新宮村の高齢化率が非常に高く、2015 年で 49.7％となっており、他地域と

比較して、高齢化が急速に進んでいます。 

 

［高齢化率の推移］ 

 

注：年齢不詳人口を按分して計算している。 
資料：1990 年－2015 年は国勢調査、2020 年－2040 年は国立社会保障・人口問題研究所 

 

 

［地域別の高齢化率の推移］ 

 
注：年齢不詳人口を按分して計算している。 
資料：国勢調査 

  

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
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←実績値 推計値→

14.6

17.5

20.1
22.7

25.4

旧川之江市, 29.8

14.0

16.9

20.1

22.9
25.3

旧伊予三島市, 29.0
24.5

35.7

42.6
44.5 45.6

旧新宮村, 49.7

16.6

20.4

23.6
25.5

27.7

旧土居町, 32.2

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

（％）



53 

 

 

■死亡者数が出生者数を、転出者数が転入者数を上回る                                 

 自然動態は、出生者数は減少傾向にあり、2016 年で 700 人となっています。一方、死亡者数は

2016 年で 1,111 人と、年々増加しており、自然動態は自然減となっています。 

 社会動態では、2015 年から 2016 年にかけて、転入・転出者数ともに増加しており、2016 年

で転入者数は 2,289 人、転出者数は 2,528 人であるため、社会動態は社会減となっています。 

 

［自然動態の推移］ 

 
 
資料：住民基本台帳 

 

 

［社会動態の推移］ 

 

 
資料：住民基本台帳 
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■一般世帯数は増加傾向にあり、核家族化が緩やかに進行                               

一般世帯数は年々増加傾向である一方、世帯人員は、2000 年で 3.00 人を割り、2015 年時点

で 2.50 人となるなど、年々減少し、核家族化が進行しています。 

 地域別では、旧川之江市、旧伊予三島市において世帯数が年々増加している一方、旧新宮村の世帯

数は年々減少しており、旧土居町でも 2010 年から 2015 年にかけて世帯数が減少しています。 

 

［一般世帯数・世帯人員の推移］ 

 
資料：国勢調査 

 

［地域別世帯数推移］ 

 

資料：国勢調査 
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■愛媛県の世帯数は 2015年以降、減少が予測されている                               

 愛媛県の一般世帯数は、2015 年以降、減少すると推計されていることから、本市においても、

2015 年以降、世帯数が減少していくことが懸念されます。 

 

［愛媛県の一般世帯数、世帯人員の将来推計］ 

 
資料：2015 年は国勢調査、2020 年－2035 年は国立社会保障・人口問題研究所 

 

■高齢単身世帯、高齢夫婦世帯が増加                                           

一般世帯総数に占める家族類型別世帯の割合は、「夫婦と子」が最も高く、次いで「その他の単身

世帯」となっています。また、「高齢単身世帯」と「高齢夫婦世帯」の高齢者世帯が増加しています。 

 

［家族類型別世帯数の推移］ 

 

注：不詳は総数から除いている。 

資料：国勢調査 
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住宅状況 

■空家戸数、空家率ともに減少に転じるが、住宅数は年々増加傾向                             

 空家戸数および空家率は、愛媛県で増加傾向にあるのに対し、本市では 2008 年から 2013 年

にかけて減少傾向にあります。 

 一方、住宅数は本市、愛媛県ともに増加傾向にあります。 

 

［住宅戸数および空家戸数・空家率（四国中央市）］ 

 

資料：住宅・土地統計調査 

 

［住宅戸数および空家戸数・空家率（愛媛県）］ 

 

資料：住宅・土地統計調査 
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■利用用途が定まっていない「その他の住宅」である空家が 6割以上を占める                   

本市においては、2008 年から 2013 年にかけて空家数は減少しているものの、賃貸用の住宅に

空家が多く、空家全体の 32.6％を占めています。 

また利用用途のない「その他の住宅」が 6 割以上を占めています。 

 

［空家の推移］ 

 

※ 参考 

年度 ［総数］ 二次的住宅 賃貸用の住宅 売却用の住宅 その他の住宅 

愛媛県 2013 年 
［123,400 戸］ 

3,900 戸

（3.2％） 

50,300 戸

（40.6％） 

2,100 戸

（1.7％） 

67,100 戸

（54.4％） 

 

注：図内の数値は「空家戸数」を示し、（ ）は各年の空家総数に対する割合である。 

なお、推計調査のため、合計が 100％にならない場合がある。 

注： 二次的住宅：休暇時に保養等の目的で使用され、普段人が住んでいない住宅や、普段居住している 

住宅とは別に、たまに寝泊まりする住宅等のこと。 

賃貸用の住宅：新築・中古問わず、賃貸のために空家になっている住宅。 

売却用の住宅：新築・中古問わず、売却のために空家になっている住宅。 

その他の住宅：上記以外の人が住んでいない住宅。転勤・入院などに伴い、長期にわたって不在の

住宅や、建替えなどのために取り壊すことになっている住宅など。 

 

資料：住宅・土地統計調査 
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■４割以上の空家が「危険度高」に該当。特に「新宮地区」の空家率が高い                     

「四国中央市空家等対策計画（2017 年）」によれば、空家総数は 3,033 戸、空家率は 8.4％と

なっています。特に、空家の危険度分類をみると、４割以上の空家が「危険度高」に該当しています。    

地域別分布では、旧新宮村の空家率が高く、全建物戸数の約 3 割が空家となっており、建物種別

分布では、主に戸建住宅について、空家が多くなっています。 

 

［空家の危険度分類］ 

危険度分類等 空家数（割合） 

空家総数 3,033 戸 

危険度低（特に修繕の必要もなく再利用が可能） 53 戸 ,（1.9％） 

危険度中（小規模の修繕により再利用が可能） 1,567 戸（55.7％） 

危険度高（修繕や解体などの必要がある） 1,193 戸（42.4％） 

資料：四国中央市空家対策等計画 

 

［空家の地域別分布］ 

項 目 全体 
 

川之江 三島 土居 新宮 

空家戸数 

（うち危険度高） 

3,033 戸 

（1,193 戸） 

1,060 戸 

（345 戸） 

1,098 戸 

（462 戸） 

621 戸 

（260 戸） 

254 戸 

（126 戸） 

全建物戸数 36,227 戸 14,047 戸 13,922 戸 7,370 戸 888 戸 

空家率 8.4% 7.5% 7.9% 8.4% 28.6％ 

資料：四国中央市空家等対策計画 

 

［空家の建物種別分布］ 

項 目 全体 
 

川之江 三島 土居 新宮 

戸建住宅 2,142 戸 791 戸 708 戸 457 戸 186 戸 

長屋住宅 242 戸 62 戸 136 戸 42 戸 2 戸 

併用住宅 120 戸 58 戸 41 戸 19 戸 2 戸 

店舗・事務所 223 戸 84 戸 92 戸 46 戸 1 戸 

その他 86 戸 29 戸 33 戸 18 戸 6 戸 

調査可能空家計 2,813 戸 1,024 戸 1,010 戸 582 戸 197 戸 

資料：四国中央市空家等対策計画 
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■持ち家率は高く、一戸建て住宅の占める割合も高い  

 本市における 2013 年の持ち家率は 72.7％であり、2008 年から減少しているものの、大きな

割合を占めています。また、民営借家については 2008 年から 2013 年にかけて戸数が増加して

います。 

一戸建住宅において、戸数は増加傾向にありますが、割合は減少傾向となってます。 

 

［住宅の所有関係別専用住宅の推移］ 

 

注：図内の数値は「専用住宅数」を示し、（ ）は各年の専用住宅総数に対する割合である。 

なお、推計調査のため、合計が 100％にならない場合がある。 

資料：住宅・土地統計調査 

 

［住宅の建て方別専用住宅の推移］ 

 

注：図内の数値は「専用住宅数」を示し、（ ）は各年の専用住宅総数に対する割合である。 

なお、推計調査のため、合計が 100％にならない場合がある。 

資料：住宅・土地統計調査 
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■旧耐震基準の建物は 3割以上存在  

本市では、住宅総数の 56.8％が昭和 56 年以降の新耐震基準の建物となっています。また、旧耐

震基準は、愛媛県よりもわずかに高い 35.6％存在しています。 

構造別で見ると、1970 年以前については木造、1971 年～1990 年については非木造が多く、

1991 年以降は防火木造が増加傾向にあります。 

 

［建設の時期別戸数割合］ 

 

注：図内の数値は「住宅数」を示し、（ ）は住宅総数に対する割合である。 

なお、推計調査ため、合計が 100％にならない場合がある。 

資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 

 

［建設の時期別構造割合］ 

 

注：図内の数値は「住宅数」を示し、（ ）は住宅総数に対する割合である。 

なお、推計調査ため、合計が 100％にならない場合がある。 

資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 
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■持ち家総数の 4分の 1はリフォーム工事経験あり   

 リフォーム工事（住宅の増改築や改修工事、

高齢者等のための設備工事、住宅の耐震改修

工事等）を行った割合は、持ち家総数に対し

て 27.7％となっており、愛媛県の 28.7％を

下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

■9割以上の住宅が耐震診断未実施        

住戸における耐震診断をしたことがある住戸は、全体的に非常に低い割合となっています。特に、

旧耐震基準で建設された建物は耐震性に不安がありますが、全体で見ても、耐震診断をしたことがあ

る建物は 1 割にも満たない状況にあります。 

 

［耐震診断の有無］ 

 

注：図内の数値は「持ち家戸数」を示し、（ ）は各年の持ち家総数に対する割合である。 

なお、推計調査ため、合計が 100％にならない場合がある。 

資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 
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［リフォーム工事状況］ 
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参考：愛媛県
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リフォーム工事を行った リフォーム工事を行っていない

(戸)

注：推計調査のため、持ち家総数とリフォーム工事
の有無の件数が合致しない場合がある。 

資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 
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■給与住宅に多い最低居住面積水準未満の住宅                                                  

2013 年の本市の誘導居住面積水準以上の世帯の割合は 67.7％であり、愛媛県よりも高くなっ

ています。最低居住面積水準を所有関係別でみると、給与住宅が 14.1％と高い割合を示しています。 

 

［住宅の所有関係別居住面積水準の状況］ 

 
注：図内の数値は「主世帯数」を示し、（ ）は各所有関係別の主世帯総数に対する割合である。 

なお、推計調査のため、合計が 100％にならない場合がある。 

資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 
 

 

■誘導居住面積水準以上の高齢単身・高齢夫婦世帯が多い                                         

高齢単身及び夫婦世帯においては、誘導居住面積水準以上の世帯が多く、ともに 8 割程度となっ

ています。 

 

［高齢単身世帯および高齢夫婦世帯の居住面積水準］ 

 

注：図内の数値は「主世帯数」を示し、（ ）は各所有関係別の主世帯総数に対する割合である。 

なお、推計調査のため、合計が 100％にならない場合がある。 

資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 
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■借家において高齢者のための設備が少ない  

本市の借家においては「設備なし」の割合が 61.6％と、高くなっている一方で、持ち家について

は、「設備あり」の割合が 66.0％であり、愛媛県と比べて高い値となっています。 

また、高齢者のための設備の設置状況を建設年度別にみると、1991 年以降から「設備あり」の割

合が高くなっています。 

 

［住宅の所有関係別高齢者のための設備の設置状況］ 

 

注：図内の数値は「65 歳以上の世帯員のいる主世帯数」を示し、（ ）は各所有関係の 65 歳以上の
世帯員のいる主世帯総数に対する割合である。 
なお、推計調査ため、合計が 100％にならない場合がある。 

資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 

 

［住宅の建設年度別高齢者のための設備の設置状況］ 

 
注：図内の数値は「65 歳以上の世帯員のいる主世帯数」を示し、（ ）は各所有関係の 65 歳以上の

世帯員のいる主世帯総数に対する割合である。 
なお、推計調査ため、合計が 100％にならない場合がある。 

資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 
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■手すりの設置率が最も高い。また 3割以上は、高齢者等のための設備がない  

本市の住宅における高齢者のための設備について、個別の設置状況は「手すり」が最も設置率が高

く 55.8％となっています。また、36.7％は高齢者等のための設備がない状況にあります。 

 

［高齢者のための設備状況］ 

 
 
注：図内の数値は「65 歳以上の世帯員のいる主世帯数」を示し、（ ）は各設備がある 65 歳以上の

世帯員のいる主世帯総数に対する割合である。 
なお、推計調査ため、合計が 100％にならない場合がある。 

資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 
 
 
 

■省エネ設備を導入している住宅は 1割に満たない  

住宅の省エネ設備として「太陽熱を利用した温水機器等」、「太陽光を利用した発電機器」、「二

重サッシ又は複層ガラスの窓」のいずれについても「設置なし」とする割合が高くなっています。 

 

［省エネ設備の設置状況］ 

 

 
資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 
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■減少する住宅着工数  

本市の新設住宅着工数の総計は、減少傾向にあり、2013 年には 498 戸となっています。 

 

［住宅の所有関係別新設住宅着工数の推移］ 

 
注：左軸は、総計、持ち家、借家、分譲住宅、右軸は、給与住宅を示す。 
資料：建築統計年報(年度計) 

 

■借家の床面積が小さく、持ち家と借家で床面積の規模格差が大きい  

本市の新設住宅は、借家の一戸当たりの床面積が、持ち家の半分以下となっており、持ち家と借家

の床面積の差が大きくなっています。 

 

［住宅の所有関係別新設住宅の一戸当たり床面積の推移］ 

 
資料：建築統計年報(年度計) 

  

0

20

40

60

80

100
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0

200

400

600

800

1,000

1,200

総計

持ち家

借家

分譲住宅

給与住宅

総計（戸） （戸）

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0
平均

持ち家

借家

給与住宅

分譲住宅

（㎡/戸）
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■中古住宅シェアは 1割に満たない  

 持ち家を取得する際に、中古住宅を購入したとする割合（中古住宅シェア）は、2008 年から

2013 年にかけて若干シェアが伸びていますが、１割未満と中古住宅シェアは低い状況となってい

ます。 

 

［中古住宅シェア］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：図内の数値は「持ち家戸数」を示す。 
注 2：中古住宅シェアは持ち家総数に対する現在住んでいる住宅を中古で取得した戸数である。 
資料：住宅・土地統計調査  

 

  

22,050 22,870

348,700

1,540 1,860

35,300

6.5%
7.5%

9.2%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2008年

[23,590]

2013年

[24,730］

参考：愛媛県2013年

[384,000]

中古住宅以外 現在住んでいる住宅を

中古で取得した戸数
中古住宅シェア[戸]
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2 住まい・住環境に関するアンケート調査集計結果 

調査概要 

趣旨 

「四国中央市住宅マスタープラン」を改定するため、住まいづくりや住環境に

関する意向や将来の居住意向を把握し、計画を策定する上での基礎資料として

活用。 

対象者 20 歳以上の男女各 1,000 人、合計 2,000 人の市民を無作為で抽出 

実施期間 2017 年 8 月 7 日～8 月 21 日（〆切日） 

配布数・回収率 配布：1,995 通（不在票を除く）、回収数 643 通 回収率 32.2％ 

 

集計結果 

１．あなたとご家族のことについてお伺いします。 

問１ 年齢 問２ 性別 

  

問３ 家族構成 

 

20代

41

6.4%
30代

53

8.2%

40代

92

14.3%

50代

110

17.1%
60代

141

21.9%

70代以上

200

31.1%

無回答

6

0.9%

n=643

男性

275

42.8%

女性

360

56.0%

無回答

8

1.2%

n=643

あなた

のみ

56

8.7%

夫婦のみ

183

28.5%

親と子

282

43.9%

親・子・孫からなる

三世代

78

12.1%

その他

35

5.4%

無回答

9

1.4%

n=643



68 

 

 

問４ お年寄りまたは子どもの同居の有無 

 

問５ 現在の地域に住んでいる理由 

 

問６ 過去 5 年以内に住み替えたことはあるか 
問６ 住み替え場所 

（住み替えたことがある方のみ） 

  

 

  

家、土地があったため

371

57.7%

親戚・知り合い等が

近かったため

33

5.1%

利便性が

良かったため

60

9.3%

周辺の環境等が

良かったため

36

5.6%

子育て環境が

良かったため

6

0.9%

特に理由はない

79

12.3%
その他

48

7.5%

無回答

10

1.6%

n=643

住み替えた

ことがある

82

12.8%

住み替えたことはない

538

83.7%

無回答

23

3.6%

n=643
市内から住み替え

44

53.7%
市外（県内）

から住み替え

19

23.2%

市外（県外）

から住み替え

18

22.0%

無回答

1

1.2%

n=82

214

180

170

70

44

40

33

25

(33.3 %)

(28.0 %)

(26.4 %)

(10.9 %)

(6.8 %)

(6.2 %)

(5.1 %)

(3.9 %)

0 50 100 150 200 250 300

後期高齢者（75歳以上）

前期高齢者（65～74歳）

いない

小・中学生

小学校未就学児

高校生

身体障がい者

無回答
n=643
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問７ 住み替えのきっかけ 

 

問８ １年間の収入 

 

 

  

23

21

12

7

4

4

3

3

2

12

0

(28.0 %)

(25.6 %)

(14.6 %)

(8.5 %)

(4.9 %)

(4.9 %)

(3.7 %)

(3.7 %)

(2.4 %)

(14.6 %)

(0.0 %)

0 5 10 15 20 25 30

自分の勤務先・通学先が変わったため

結婚したため

持ち家の購入など住宅のステップアップのため

同居している家族の勤務先・通学先が変わったため

介護などにより家族と同居・近居するため

住居費の負担を減らすため

住んでいた家が手狭になったため

建替えなどにより退去を求められたため

現在の場所に魅力を感じたため

その他

無回答

n=82

なし

21

3.3%
200万円未満

60

9.3%

200～300万円未満

127

19.8%

300～500万円未満

151

23.5%

500～700万円未満

126

19.6%

700～1000万円未満

82

12.8%

1000万円以上

45

7.0%

無回答

31

4.8%

n=643
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２．現在お住まいの住宅についてお伺いします。 

問９ 現在お住まいの住宅は次のどれにあたりますか。 

 

問 10  -1 

現在のお住まいをどのように取得され 

ましたか。（持家にお住まいの方のみ） 

問 10  -2 

借家にお住まいの理由は次のどれですか。 

（借家にお住まいの方のみ） 

 
 

 

  

持家（一戸建て）

522

81.2%

持家（分譲マンション）

7

1.1%

民間賃貸住宅

（一戸建て）

13

2.0%

民間賃貸住宅（マン

ション・アパート）

65

10.1%

給与住宅

（社宅・公務員宿舎）

15

2.3% その他

11

1.7% 無回答

10

1.6%

n=643

新築の住宅を購入

257

48.6%

中古の住宅を購入

30

5.7%

相続・贈与

140

26.5%

その他

85

16.1%

無回答

17

3.2%

n=529

持家を購入するより

住居費が安いため

10

10.6%

持家を購入したいが

自己資金の準備がで

きていないため

26

27.7%

四国中央市での居住

は一時的なものと

考えているため

26

27.7%

住宅の維持の

わずらわしさがない

ため

12

12.8%

その他

14

14.9%

無回答

6

6.4%

n=94
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問 11 現在のお住まいに入居（新築の方はその年）されたのはいつですか。 

 

問 12 現在お住まいの住宅の広さ（居室、風呂、トイレ、台所等を含む）はどのくらいですか。 

 

問 13 現在の住宅ローン、家賃、地代などの住居費について、どのようにお感じですか。 

 

 

 

 

  

26

37

80

59

28

107

126

71

85

24

0

20

40

60

80

100

120

140

昭和29年

以前

昭和30年

～39年

昭和40年

～49年

昭和50年

～56年

昭和57年

～59年

昭和60年

～平成6年

平成7年

～16年

平成17年

～22年

平成23年

以降

無回答

回
答
者
数

年

23
53

58

119

224

129

37

0

50

100

150

200

250

30

未満

30～

50未満

50～

70未満

70～

100未満

100～

150未満

150

以上

無回答

回
答
者
数

㎡

生活費を抑えなければな

らず、負担が大きい

94

14.6%

先行きの収入や雇用に不

安があり、住居費は抑え

ていきたい

112
17.4%

ぜいたくを多少我慢すれ

ば負担していける

116

18.0%

家計にあまり

影響はない

149

23.2%

その他

88

13.7%

無回答

84

13.1%

n=643

[単位（㎡）] 
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３．住宅や周辺環境への評価についてお伺いします。 

問 14 ①現在のお住まいについてどのように感じていますか。 

 

問 14 ②現在お住まいのまわりの環境についてどのように感じていますか。 

 

 

  

点数 全体（無回答除く）

-10 不満

-5 やや不満

5 やや満足

10 満足

点数 全体（無回答除く）

-10 不満

-5 やや不満

5 やや満足

10 満足

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

住宅の広さ、間取り、部屋数

日当たり・風通し

台所、浴室、トイレ等の設備

老朽度

防犯対策

安全性・耐震性

冷暖房設備や給湯設備

住宅の断熱性や気密性、遮音性

バリアフリー設備（手すり、段差解消等）

省エネ性能

住宅ローンや家賃

総合的な住宅への満足度

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

近所づきあいや地域との交流

子育てや教育施設の利便性

病院や福祉施設の利便性

買い物など日常生活の利便性

公共交通・道路環境の良さ

緑や公園・景観など環境の良さごみ処理、公害など、衛生環境の良さ

地震や水害など災害対策の良さ

治安の良さ

公共施設サービスなどの利便性

総合的な住環境の満足度
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問 15 現在のお住まいに居住していて、負担に感じていることはありますか。（複数回答） 

 

 

  

277

226

87

78

71

54

24

179

28

(43.1 %)

(35.1 %)

(13.5 %)

(12.1 %)

(11.0 %)

(8.4 %)

(3.7 %)

(27.8 %)

(4.4 %)

0 50 100 150 200 250 300 350

修繕など住宅の維持管理

家や庭の清掃

町内会や自治会、マンション管理組合などの活動

設備が古いための家事負担

住宅に段差があり移動が大変

近所付き合いが大変

その他

特にない

無回答
n=643
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４．現在の住まいの防災や防犯、環境対策についてお伺いします。 

問 16 

現在のお住まいの地震対策についてお答え 

ください。（単数回答） 

※「持家」にお住まいの方のみ 

問 17 

耐震診断・耐震改修を実施する上で 

（又は実施した際の）問題点はありますか。 

（単数回答）※「持家」にお住まいの方のみ 

  

問 18 現在のお住まいの防犯対策についてお答えください。（複数回答） 

 

 

  

耐震改修を実施した

14

2.6%

耐震診断を実施して

問題がなかった

8

1.5%

耐震診断を実施して問題

があったが耐震改修は

実施していない

5

0.9%

耐震診断を実施したい

51

9.6%

耐震診断を実施し

たいと思っているが、

なかなかできない

211

39.9%

耐震診断・耐震改修には

関心がない

66

12.5%

住宅が新しく（建築時期

が昭和56年以降）、

耐震診断・耐震改修は

必要ない

129

24.4%

その他

20

3.8%

無回答

25

4.7%

n=529

資金がない

168

31.8%

賃貸住宅なのでできない

0

0.0%

知識や情報が

不足している

106

20.0%

身近に相談できる

専門家や業者がいない

38

7.2%

その他

13

2.5%

特になし

51

9.6%

無回答

153

28.9%

n=529

139

53

31

16

9

418

27

(21.6 %)

(8.2 %)

(4.8 %)

(2.5 %)

(1.4 %)

(65.0 %)

(4.2 %)

0 100 200 300 400 500

防犯に対して高い意識を持つようにしている

防犯設備を設置している

情報を得られるようにしている（警察の防犯情報メールへの登録等）

地域で防犯活動をしている

その他

特に何もしていない

無回答 n=643
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問 19 環境に配慮した住まいづくりの取り組みとして重要と思うものをお答えください。 

（複数回答） 

 

 

  

237

221

213

203

203

186

86

63

62

49

32

8

5

40

(36.9 %)

(34.4 %)

(33.1 %)

(31.6 %)

(31.6 %)

(28.9 %)

(13.4 %)

(9.8 %)

(9.6 %)

(7.6 %)

(5.0 %)

(1.2 %)

(0.8 %)

(6.2 %)

0 50 100 150 200 250 300

外壁等の断熱性や複層ガラス等の省エネ窓

再生可能エネルギーの利用（太陽光・太陽熱等）

空調や給湯等の設備の省エネ性

住宅の長寿命化・維持保全

節電の取組み

ごみの減量

自然光の積極利用

緑化

蓄電システムの導入

雨水利用

自転車の積極利用

カーシェアリング

その他

無回答
n=643
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５．定住または転居の意向についてお伺いします。 

問 20 現在のお住まいに住み続けたいとお考えですか。（単数回答） 

 

問 21-1 ①その理由は何ですか。住まいについてお答えください。（複数回答） 

※転居したいとお考えの方のみ 

 

問 21-1 ②その理由は何ですか。住環境についてお答えください。（複数回答） 

※転居したいとお考えの方のみ 

 
 

  

50

44

22

18

18

15

10

32

7

(40.3 %)

(35.5 %)

(17.7 %)

(14.5 %)

(14.5 %)

(12.1 %)

(8.1 %)

(25.8 %)

(5.6 %)

0 10 20 30 40 50 60

建物が古い・傷んでいるため

住宅設備面で不満があるため

住宅の面積が狭いため

日当たり、風通しが悪いため

住居費が高いため

高齢者向け住宅・施設に転居したいため

住宅の面積が広いため

その他

無回答 n=124

27

27

23

19

13

13

11

9

8

5

25

17

(21.8 %)

(21.8 %)

(18.5 %)

(15.3 %)

(10.5 %)

(10.5 %)

(8.9 %)

(7.3 %)

(6.5 %)

(4.0 %)

(20.2 %)

(13.7 %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

買い物や娯楽施設などに不便なため

道路環境や公共交通が不便なため

親や子どもと同居または近くに住むため

医療・介護施設が不便なため

通勤・通学に不便なため

現在の場所では建替えや改修が困難なため

ご近所つきあい等に不満があるため

子育てや子どもの教育に適していないため

防犯・防災に対する不安があるため

他の地域に魅力・愛着を感じるため

その他

無回答 n=124

ずっと住み続けたい

421

65.5%

当分は住み続けるが、

いずれ転居するつもり

93

14.5%

転居したい

31

4.8%

わからない

68

10.6%

その他

6

0.9%

無回答

24

3.7%

n=643
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問 21-2 転居先の住宅としてどのような住まいを希望されますか。（複数回答） 

※転居したいとお考えの方 

 

問 22．①住み続けたい理由は何ですか。住まいについてお答えください。（複数回答） 

※住み続けたいとお考えの方のみ 

 

問 22 ②住み続けたい理由は何ですか。住環境についてお答えください。（複数回答） 

※住み続けたいとお考えの方のみ 

 

 

69

39

18

7

3

14

(55.6 %)

(31.5 %)

(14.5 %)

(5.6 %)

(2.4 %)

(11.3 %)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

戸建住宅

マンション・アパート

高齢者向けのサービスや設備が整った民間賃貸住宅

老人ホームなどの介護施設等

その他

無回答 n=124

217

153

134

48

45

17

8

294

1

(51.5 %)

(36.3 %)

(31.8 %)

(11.4 %)

(10.7 %)

(4.0 %)

(1.9 %)

(69.8 %)

(0.2 %)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

現在の住宅に愛着があるため

住宅の広さや間取りに満足しているため

日当たり、風通しが良いため

住宅設備に満足しているため

住居費が安いため

バリアフリー設備が充実しているため

その他

転居する理由がないため

無回答 n=421

118

98

92

89

81

52

52

10

6

3

285

19

(28.0 %)

(23.3 %)

(21.9 %)

(21.1 %)

(19.2 %)

(12.4 %)

(12.4 %)

(2.4 %)

(1.4 %)

(0.7 %)

(67.7 %)

(4.5 %)

0 50 100 150 200 250 300 350

親、子どもが同居または近くに住んでいるため

ご近所つきあいが良好なため

仕事や学校の都合上、通勤・通学に便利なため

買い物や娯楽などに便利なため

地域に魅力・愛着があるため

医療・介護施設の利便が良いため

道路環境・公共交通が便利なため

子育てや子どもの教育に適しているため

防犯・防災対策が十分であるため

その他

転居する理由がないため

無回答
n=421
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６．中古住宅についてお伺いします。 

問 23 中古住宅に対して、どのようなイメージをお持ちですか。（複数回答） 

 

問 24 中古住宅の購入に興味がありますか。（単数回答） 

 

 

  

232

192

181

159

101

12

135

(36.1 %)

(29.9 %)

(28.1 %)

(24.7 %)

(15.7 %)

(1.9 %)

(21.0 %)

0 50 100 150 200 250 300

新築に比べて、住まいにかかる費用が安そう

リフォームをすることで自分好みの家にできそう

漠然と良いイメージがない

既に建っているものなので物件の様子がつかみやすそう

すぐ入居できそう

その他

無回答 n=643

ある

64

10.0%

ない

504

78.4%

無回答

75

11.7%

n=643
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問 25 ①中古住宅を購入する場合、重要視することは何ですか。住まいについてお答えください。

（複数回答）※中古住宅の購入に興味があるとお考えの方のみ 

 

問 25 ②中古住宅を購入する場合、重要視することは何ですか。住環境についてお答えください。 

（複数回答）※中古住宅の購入に興味があるとお考えの方のみ 

 

 

45

38

33

31

12

2

(70.3 %)

(59.4 %)

(51.6 %)

(48.4 %)

(18.8 %)

(3.1 %)

0 10 20 30 40 50

耐震性がある

リフォーム済である・内外装が綺麗

建築年が新しい

住宅の設備や痛み具合等が事前にわかる

修繕履歴が分かる

その他 n=64

44

37

23

20

4

1

6

(68.8 %)

(57.8 %)

(35.9 %)

(31.3 %)

(6.3 %)

(1.6 %)

(9.4 %)

0 10 20 30 40 50

通勤や買い物、病院等の利便性

災害への安全性や治安の良さ

教育、子育て、福祉環境の充実

地域コミュニティの良さ

地域のブランド性、魅力

その他

無回答 n=64
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７．空家についてお伺いします。 

問 26 現在のお住まいの住宅以外に住宅を所有していますか。（単数回答） 

 

問 27 空家の今後の利用はどのようにお考えですか。（単数回答） 

※空家になっていると答えた方のみ 

 

問 28 自分の所有する家が仮に空家となったとき、どのような支援があれば良いと 

思われますか。（複数回答） 

 
  

所有しており

自身（又は家族）

が利用している

50

7.8%

所有しており

賃貸している

21

3.3%
所有しているが

空家になっている

39

6.1%

所有していない

482

75.0%

無回答

51

7.9%

n=643

自分や親族などが

別荘として利用する

3

7.7%

借家として賃貸する

4

10.3%

空家のまま維持する

（物置を含む）

17

43.6%

住宅を売却する

3

7.7%

住宅を解体し、

空地にしておく

6

15.4%

さら地にして売却

・土地活用する

1

2.6%

その他

4

10.3%

無回答

1

2.6%

n=39

301

256

250

222

201

190

15

74

(46.8 %)

(39.8 %)

(38.9 %)

(34.5 %)

(31.3 %)

(29.5 %)

(2.3 %)

(11.5 %)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

除却時の費用補助制度

家財等処分時の費用補助制度

空家対策についての相談窓口

空家の利活用に関する情報提供

リフォーム時の費用補助制度

空家の日常的な管理・メンテナンス

その他

無回答
n=643
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８．高齢者・障がい者や子育て世帯の住まいについてお伺いします。 

問 29 高齢者や障がい者が安心して暮らせるために望まれることについてお答えください。 

（複数回答） 

 

問 30 子育てしやすい住環境の充実のために望まれることについてお答えください。 

（複数回答） 

 

 

 
  

379

201

174

129

109

69

21

16

5

46

(58.9 %)

(31.3 %)

(27.1 %)

(20.1 %)

(17.0 %)

(10.7 %)

(3.3 %)

(2.5 %)

(0.8 %)

(7.2 %)

0 100 200 300 400 500

日常生活を支援するための福祉サービスの充実

老人ホームなど福祉施設の建設の推進

住宅のバリアフリー化の推進

地域で支えるための仕組みの充実

高齢者や障がい者向けの賃貸住宅の供給

資産活用の支援などによる経済面からの安心の充実

民間の賃貸住宅への入居あっせんの充実

民間の賃貸住宅への入居あっせんの充実

その他

無回答 n=643

292

262

167

131

85

78

17

9

79

(45.4 %)

(40.7 %)

(26.0 %)

(20.4 %)

(13.2 %)

(12.1 %)

(2.6 %)

(1.4 %)

(12.3 %)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

地域に子どもが安心して過ごせる場所の整備

保育施設など、子育て支援施設の整備充実

子育て世帯の住宅費負担の軽減

子育てに配慮した住環境

子育てｻｰｸﾙなど地域の子育て支援活動の充実

育児に関する情報提供や相談窓口の充実

ｷｯｽﾞﾙｰﾑなどがある子育て支援ﾏﾝｼｮﾝの建設

その他

無回答 n=643
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3 住宅マスタープラン策定経緯 

四国中央市住宅マスタープラン委員会条例 

 

四国中央市住宅マスタープラン委員会条例 

平成 29 年９月 25 日 

条例第 19 号 

（設置） 

第１条 本市の特性に応じた総合的かつ計画的な住宅施策を推進する四国中央市住宅マスタ

ープラン（以下「住宅マスタープラン」という。）を策定するため、地方自治法（昭和 22 

年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に基づき、四国中央市住宅マスタープラン委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 住宅マスタープランの策定に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認められる事項 

（組織） 

第３条 委員会の委員（以下「委員」という。）の定数は、10 人以内とする。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 四国中央市自治基本条例（平成 19 年四国中央市条例第 32 号）第２条第１号に規定す

る市民 

(2) 市議会議員 

(3) まちづくりの分野に関し識見を有する者 

(4) 福祉の分野に関し識見を有する者 

(5) 前４号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に規定する所掌事務が終了する日までとする。ただし、委員

が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しく

は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （守秘義務） 
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第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、住宅マスタープラン担当課で処理する。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （この条例の失効） 

２ この条例は、第２条に規定する所掌事務が終了した日限り、その効力を失う。 

（招集の特例） 

３ 第６条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降最初に開かれる会議は、市

長が招集する。 
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四国中央市住宅マスタープラン委員会委員名簿 

区 分 委 員 所 属 ・ 役 職 

市   民 

木村 真理 公募の市民 

星川 光代 公募の市民 

市議会議員 

山本 照男 
市議会 議長 

（～2017 年 12 月 5 日） 

曽我部 清 
市議会 議長 

（2017 年 12 月 5 日～） 

山川 和孝 
市議会 産業建設委員長 

（～2017 年 12 月 5 日） 

三宅 繁博 
市議会 産業建設委員長 

（2017 年 12 月 5 日～） 

まちづくり 

尾藤 淳一 愛媛県建築士会四国中央支部 

吉田 茂生 愛媛県宅地建物取引業協会 

福   祉 

長尾  昇 老人クラブ連合会 

一柳 初太郎 障害者福祉団体連合会 

髙橋 英明 四国中央市 PTA 連合会 

福田 裕史 四国中央医療福祉総合学院 
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審議内容 

実 施 回 日 時 内 容 

第 1 回 2017 年 

11 月 24 日 

（金） 

１．開会 

２．副市長あいさつ 

３．委嘱状交付 

４．委員長・副委員長選任 

５．議事 

・四国中央市住宅マスタープラン

の策定について 

・その他 

６．閉会 

 

第 2 回 2017 年 

12 月 25 日 

（月） 

１．開会 

２．市長あいさつ 

３．委嘱状交付 

４．議事 

・四国中央市の課題について 

・住宅施策の方向性、展開方向に

ついて 

・施策体系および住宅施策について 

５．その他 

６．閉会 

 

第 3 回 2018 年 

2 月 26 日

（月） 

１．開会 

２．議事 

・四国中央市住宅マスタープラン

（案）のタウンコメント結果に

ついて 

３．その他 

・四国中央市住宅マスタープラン

の公表について 

４．閉会 
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4 用語集 

用 語 解 説 

あ 行 

アウトソーシング 

「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」という考え方から公

共サービスを「委託化」あるいは「民営化」することを指す。施設で言え

ば、委託化は「公設民営」、民営化は「民設民営」となる。 

一般世帯数 

住居と生計を共にしている人々の集まりで、持ち家や借家等の住宅に

住む世帯、下宿や会社の独身寮に住む単身者、住宅以外に住む世帯の数の

こと。 

インスペクション 

（住宅検査） 

住宅に精通した住宅検査士等が、第三者的かつ専門家の見地から、住宅

の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用な

どを見きわめ、アドバイスを行なう専門業務のこと。 

か 行 

借上公営住宅制度 

1996 年の公営住宅法改正により導入された制度であり、地方公共団

体などの事業主体が、民間事業者等が新築し、又は所有している住宅を借

り上げて、公営住宅として低所得者に対し供給する制度。 

環境共生住宅 

地球温暖化防止等の地球環境保全を促進する観点から、地域の特性に

応じ、エネルギー・資源・廃棄物等の面で適切な配慮がなされ、健康で快

適に生活できるよう配慮された住宅のこと。  

旧耐震基準 

1981 年 5 月までの建築確認において適用されており、震度 5 強程度

の揺れでも建物が倒壊しない構造基準として設定された耐震基準。 

また、1981 年 6 月以降の建築確認において適用された耐震基準を新

耐震基準と呼ぶ。（用語集：新耐震基準 を参照） 

協働 
市民や団体、行政などの異なる主体同士が、何らかの目標を共有し、と

もに力を合わせ活動すること。 

居住水準 

世帯の人数に応じて必要とされる住宅の規模、設備、性能等を定めた水

準のこと。住宅の質の向上を誘導する上での指針とされている誘導居住

面積水準と健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な水準である

最低居住面積水準の 2 つがある。 

グループホーム 

認知症の人へ、少人数での共同住居の形態でケアを提供し、食事の支度

や掃除、洗濯などの日常生活行為を利用者やスタッフが共同で行うサー

ビスのこと。 

さ 行 

サービス付き 

高齢者向け住宅 

単身の高齢者や、高齢夫婦等を対象として、状況把握サービスや生活相

談サービスなどの、高齢者が安心して生活できるサービスが義務づけら

れている住宅のこと。 
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用 語 解 説 

住生活産業 
住宅の新築・維持管理・流通等の住宅関連サービス、住宅に関わる保険

や金融のほか、これらのサービスを取り巻く多様な産業のこと。 

住宅確保要配慮者 
高齢者、低額所得者、子育て世帯、障がい者、被災者等の住宅の確保に

特に配慮を要する者のこと。 

住宅瑕疵担保履行法 

新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われる

よう、保険や供託を義務付けるもので、事業者は住宅に欠陥があった場合

に、補修や瑕疵によって生じた損害を賠償する責任を 10 年間負うこと

を義務付けた法律。 

住宅すごろく 

1970 年代当初の、「都会の単身アパート暮らし」から、結婚して「フ

ァミリータイプの賃貸マンション」に居住し、後に「分譲マンション購

入」、最後に「マンションを転売して郊外に庭付き一戸建て住宅」を所有

するという住み替えパターンを、すごろくに例えた考え方。 

住宅 

セーフティネット法 

住宅確保要配慮者（高齢者、低額所得者、子育て世帯、障がい者、被災

者等の住宅の確保に特に配慮を要する者のこと）に対して、公的賃貸住宅

の供給の促進や民間賃貸住宅への円滑な入居を促進することで、住宅セ

ーフティネットを構築することを目指す法律。  

セーフティネット 
居住の面で困難な状況に陥った場合の援助や、そのような事態になる

ことを防止する仕組み。住宅における弱者救済制度。 

省エネ基準 

 外壁や屋根・天井、床、窓などの断熱性能や、給湯器、冷暖房機器、換

気や照明設備などの省エネ性、太陽光発電などにより創り出すエネルギ

ーなどを加味して省エネ性能を評価する基準のこと。 

シルバーハウジング・ 

プロジェクト 

バリアフリー化された公営住宅等の供給と、ライフサポートアドバイ

ザー（用語集：ライフサポートアドバイザー を参照）による日常の生活

相談、緊急対応等のサービスを併せて提供する高齢者世帯向けの公的賃

貸住宅の供給事業。 

新耐震基準 
1981 年 6 月以降の建築確認において適用され、 震度 6 強～7 程度

の揺れでも倒壊しない構造基準として設定された耐震基準。 

スクラップ＆ビルド 老朽化した建物・設備などを、解体して建替えるという考え方。 

スマートウェルネス 

住宅等推進事業 

 高齢者、障がい者、子育て世帯等の多様な世帯が安心して健康に暮らす

ことができる住環境を実現するため、サービス付き高齢者向け住宅の整

備、高齢者生活支援施設や子育て支援施設等の福祉施設の整備及び先導

的な取組みを推進する事業。 

接道不良住宅 幅員 4ｍ以上の道路に接していない住宅のこと。 

ソーシャルミックス 
年齢、職業、所得水準などが異なる人々が同じ地域で交流して暮らせる

ようにすること。 
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用 語 解 説 

た 行 

地域優良賃貸住宅制度 

高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯など、各地域における居住の安

定に特に配慮が必要な世帯に対し、居住環境が良好な賃貸住宅の供給を

促進することを目的とした事業。 

地方分権一括法 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するた

め、国から地方公共団体又は都道府県から市町村への事務・権限の移譲

や、地方公共団体への義務付け・枠付けの緩和等を行った法律。 

テレワーク 
情報通信技術（ICT）を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働

き方のこと。 

都市計画区域 

都市計画法に定められた区域で、市または一定条件下の町村の中心市

街地に対し、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある

として指定されている区域。 

都市再生特別措置法 

近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変

化に都市を対応させるため、民間主導による都市再生を、国があと押しす

る法律。 

は 行 

PFI 
公共施設等の建設、維持管理、運営等に、民間資金や経営能力、技術的

能力を活用し、効率的かつ効果的に社会資本整備を図る事業手法。 

や 行 

ユニバーサルデザイン 
障がいの有無、年齢、性別、人種等に関わらず多様な人々が利用しやす

いよう都市や生活環境をデザインする考え方のこと。 

ら 行 

ライフサイクルコスト 
構造物の計画、設計から建設、維持・管理、解体撤去、廃棄にいたる費

用のこと。 

ライフサポート 

アドバイザー 

シルバーハウジングなどの住宅に居住している高齢者に対し、住込み

や派遣により、必要に応じ生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援

助、緊急時対応等のサービスを行う者のこと。 

ライフライン 
日常生活に不可欠である電気・電話・ガス・水道などのネットワークシ

ステムのこと。 

わ 行 

ワークライフバランス 
老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々

な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態のこと。 
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